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平成１８年第１回（３月）みなかみ町議会定例会会議録第１号

平成１８年３月９日（木曜日）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議事日程 第１号

平成１８年３月９日（木曜日）午前１０時開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 議長諸報告

行政報告

日程第 ４ 閉会中の継続調査に関する委員長報告について

日程第 ５ 請願・陳情文書表

日程第 ６ 落雪による車輌被害の損害賠償について報告第１号

承認第１号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計補正予算（第２号）の専決処分報日程第 ７

告について

議案第１号 辺地に係る総合整備計画について日程第 ８

議案第２号 市町の境界変更について日程第 ９

議案第３号 境界変更に伴う財産処分に関する協議について

議案第４号 町道路線認定について日程第１０

議案第５号 町道路線廃止について

議案第６号 土地の取得について日程第１１

議案第７号 みなかみ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第１２

議案第８号 みなかみ町行財政改革調査会設置条例の一部を改正する条例について日程第１３

議案第９号 みなかみ町都市計画税条例の一部を改正する条例について日程第１４

議案第１０号 みなかみ町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について日程第１５

議案第１１号 みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例について日程第１６

議案第１２号 みなかみ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について日程第１７

議案第１３号 みなかみ町手数料徴収条例の一部を改正する条例について日程第１８

議案第１４号 みなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について日程第１９

議案第１５号 みなかみ町大峰観光施設条例を廃止する条例について日程第２０

議案第１６号 みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条例について日程第２１

議案第１７号 みなかみ町水道事業給水条例の一部を改正する条例について日程第２２

議案第１８号 みなかみ町立児童館条例の一部を改正する条例について日程第２３

議案第１９号 みなかみ町通所介護事業所条例の一部を改正する条例について日程第２４

議案第２０号 みなかみ町福祉センター条例の一部を改正する条例について

議案第２１号 みなかみ町農産物直売所条例の一部を改正する条例について

議案第２２号 みなかみ町大峰休養施設条例の一部を改正する条例について

議案第２３号 みなかみ町交流促進センター条例の一部を改正する条例について

議案第２４号 みなかみ町駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

議案第２５号 みなかみ町営赤沢スキー場施設条例の一部を改正する条例について
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議案第２６号 みなかみ町観光体育施設条例の一部を改正する条例について

議案第２７号 みなかみ町ふれあい交流館条例の一部を改正する条例について

議案第２８号 みなかみ町営温泉センター「三峰の湯」条例の一部を改正する条例について

議案第２９号 みなかみ町ふれあい・やすらぎ温泉センター条例の一部を改正する条例について

議案第３０号 みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例の一部を改正する条例について

議案第３１号 みなかみ町健康福祉施設「湯テルメ・谷川」条例の一部を改正する条例について

議案第３２号 みなかみ町営国民休養施設条例の一部を改正する条例について

議案第３３号 みなかみ町奈良俣サービスセンター条例の一部を改正する条例について

議案第３４号 みなかみ町相俣ダム周辺レクリエーション施設条例の一部を改正する条例につい

て

議案第３５号 みなかみ町武尊青少年旅行村条例の一部を改正する条例について

議案第３６号 みなかみ町たくみの家条例の一部を改正する条例について

議案第３７号 みなかみ町須川宿資料館条例の一部を改正する条例について

議案第３８号 みなかみ町新治屋内運動場条例の一部を改正する条例について

議案第３９号 みなかみ町学童クラブ設置及び運営等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

議案第４０号 みなかみ町永井宿郷土館条例の一部を改正する条例について

議案第４１号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について日程第２５

議案第４２号 利根沼田広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議について日程第２６

認定第１号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町一般会計決算認定について日程第２７

認定第２号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町国民健康保険特別会計決算認定について

認定第３号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町老人保健特別会計決算認定について

認定第４号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町介護保険特別会計決算認定について

認定第５号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町簡易水道特別会計決算認定について

認定第６号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町下水道特別会計決算認定について

認定第７号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町水道事業会計決算認定について

認定第８号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町利根沼田広域観光センター特別会計決算認

定について

認定第９号 平成１７年度群馬県利根郡水上町一般会計決算認定について日程第２８

認定第１０号 平成１７年度群馬県利根郡水上町国民健康保険特別会計決算認定について

認定第１１号 平成１７年度群馬県利根郡水上町老人保健特別会計決算認定について

認定第１２号 平成１７年度群馬県利根郡水上町介護保険特別会計決算認定について

認定第１３号 平成１７年度群馬県利根郡水上町下水道事業費特別会計決算認定について

認定第１４号 平成１７年度群馬県利根郡水上町水道事業会計決算認定について

認定第１５号 平成１７年度群馬県利根郡新治村一般会計決算認定について日程第２９

認定第１６号 平成１７年度群馬県利根郡新治村自家用有償バス事業特別会計決算認定につい

て

認定第１７号 平成１７年度群馬県利根郡新治村国民健康保険特別会計決算認定について

認定第１８号 平成１７年度群馬県利根郡新治村老人保健特別会計決算認定について

認定第１９号 平成１７年度群馬県利根郡新治村介護保険特別会計決算認定について

認定第２０号 平成１７年度群馬県利根郡新治村スキー場事業特別会計決算認定について

認定第２１号 平成１７年度群馬県利根郡新治村温泉事業特別会計決算認定について
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認定第２２号 平成１７年度群馬県利根郡新治村簡易水道事業特別会計決算認定について

認定第２３号 平成１７年度群馬県利根郡新治村下水道事業特別会計決算認定について

認定第２４号 平成１７年度水上月夜野新治衛生施設組合一般会計決算認定について日程第３０

議案第４３号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計補正予算（第３号）について日程第３１

議案第４４号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について

議案第４５号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町老人保健特別会計補正予算（第１号）につ

いて

議案第４６号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて

議案第４７号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

について

議案第４８号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて

議案第４９号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町水道事業会計補正予算（第１号）について

議案第５０号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町スキー場事業特別会計補正予算（第１号）

について

議案第５１号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町温泉事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて

議案第５２号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計予算について日程第３２

議案第５３号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町国民健康保険特別会計予算について

議案第５４号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町老人保健特別会計予算について

議案第５５号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町介護保険特別会計予算について

議案第５６号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町簡易水道事業特別会計予算について

議案第５７号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町下水道事業特別会計予算について

議案第５８号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町水道事業会計予算について

議案第５９号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町利根沼田広域観光センター特別会計予算

について

議案第６０号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町自家用有償バス事業特別会計予算につい

て

議案第６１号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町スキー場事業特別会計予算について

議案第６２号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町温泉事業特別会計予算について

日程第３３ 町営水上中央（北原）土地改良事業の概要について（区画整理）議案第６３号

町営水上中央（若栗）土地改良事業の概要について（農業用道路）議案第６４号

町営水上中央（大穴）土地改良事業の概要について（農業用用排水路）議案第６５号

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（４３人）

１番 島 崎 栄 一 君 ２番 鈴 木 俊 夫 君

３番 髙 橋 市 郎 君 ４番 牧 繪 敏 彦 君

５番 久 保 秀 雄 君 ６番 林 喜 一 君

７番 小 野 章 一 君 ８番 中 村 正 君

９番 安 達 澄 君 １０番 鈴 木 幸 久 君

１１番 河 合 幸 雄 君 １３番 森 下 直 君

１４番 中 里 英 夫 君 １５番 松井田 均三郎 君

１６番 原 澤 好 治 君 １７番 根 津 公 安 君

１８番 速 水 一 浩 君 １９番 馬 場 春 夫 君

２０番 山 岸 勝 君 ２１番 本 多 秀 侓 君

２２番 今 井 肇 君 ２３番 傳 田 創 司 君

２４番 石 田 武 男 君 ２５番 松 井 秀 明 君

２７番 西 田 美 江 君 ２８番 小 野 登美司 君

２９番 富 澤 豊 君 ３０番 林 多加志 君

３１番 林 由紀男 君 ３２番 竹 内 慎 吉 君

３３番 持 谷 順一郎 君 ３４番 木 村 光 一 君

３５番 生 方 昭 一 君 ３６番 髙 橋 忠 夫 君

３７番 神 保 啓 光 君 ３８番 戸 田 宣 男 君

３９番 倉 澤 長 男 君 ４０番 小 崎 洋一郎 君

４１番 髙 橋 光 夫 君 ４２番 大 坪 進 君

４３番 眞 庭 幸 男 君 ４５番 阿 部 源 三 君

４６番 増 田 宗 利 君

２６番 番 場 正 吉 君欠席議員

会議録署名議員

６番 林 喜 一 君 ２９番 富 澤 豊 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

職務のため議場に出席した事務職員の職氏名

議会事務局長 矢 野 義 夫 議 事 係 長 内 田 保

書 記 澤 浦 厚 子 書 記 深 代 和 恵

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者

町 長 鈴 木 和 雄 君 助 役 腰 越 孝 夫 君

収 入 役 大 川 浩 一 君 総 務 課 長 櫛 渕 哲 夫 君

水 上 支 所 長 阿 部 正 一 君 新 治 支 所 長 石 坂 一 美 君

財 政 課 長 木 村 一 夫 君 地域振興課長 林 昭 君

税 務 課 長 林 文 博 君 保健福祉課長 原 澤 和 己 君

環 境 課 長 阿 部 正 君 農 政 課 長 阿 部 行 雄 君

商工観光課長 阿 部 一 司 君 建 設 課 長 鈴 木 初 夫 君

上下水道課長 青 山 実 君 教 育 長 登 坂 義 衛 君

学校教育課長 小 泉 行 夫 君 生涯学習課長 宮 下 達 男 君

都市計画課長 若 桑 一 雄 君 代表監査委員 阿 部 伃 一 君
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開 会

午前１０時開会

おはようございます。議 長（増田宗利君）

本日、議員各位におかれましては、諸般にわたりご多忙のところ、定刻までにご参集い

ただきまして、誠にありがとうございます。

、 、 。 、また 本日は 代表監査委員の阿部伃一さんにおいでいただいております お忙しい中

本当にご苦労様でございます。よろしくお願いいたします。

、 、 。ただ今の出席議員は ４３名で定足数に達しておりますので 会議は成立いたしました

これより、平成１８年第１回（３月）みなかみ町議会定例会を開会いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

暫時休憩いたします。議 長（増田宗利君）

（暫時休憩）

休憩前に引き続き、会議を開きます。議 長（増田宗利君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

町長あいさつ

本定例会に際し、町長より、あいさつの申し出がありましたので、これを議 長（増田宗利君）

許可いたします。町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

定例議会の開催にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

、 、 。議員各位には 何かとご多忙中にもかかわらず ご出席を賜り厚く御礼を申し上げます

記録的な豪雪も各地の花の便りとともに収まり安堵いたしております。除排雪の作業に

つきましては、群馬県や自衛隊をはじめ各方面の方々からご支援とお力添えをいただきま

した。 また、議会議員の皆様方におかれましては、職員と一緒に除雪作業に取り組んで

いただき、誠にありがとうございました。お陰様をもちまして、大きな災害に至らず、ラ

イフラインを守りながら、安全な町を確保することができました。ここに温かいご支援と

ご協力を賜った皆様方にあらためて心から感謝を申し上げる次第でございます。

さて、昨年１０月１日の合併以来、早いもので５ヶ月あまりが過ぎました。この間、合

併の慌ただしさの中でありましたが、議員各位のご指導と協力のもとに今日まで何とか行

政運営を進めることができました。一方、国にあっては、構造改革の元に三位一体改革等

を進めておりますが、地方財政を取り巻く状況は依然として先行き不透明であり、健全な

行財政運営の目鼻が付かない現状にあります。このような中で平成１８年度の予算編成を

行いましたが、行政の施設や組織において、未だ合併効果は見い出せず、経常経費がかさ

む非常に厳しい予算編成となりました。

主な特徴といたしましては、効果の少ない事業・施設を廃止し、新規事業を極力抑え、

起債償還の繰り延べや、各種団体の補助金の５０％カット、また、職員の人件費も４％削

減をお願いをしました。しかし、投資的経費は、合併特例債を有効に活用して社会資本の

整備に努め合わせて本年から、計画的に基金の造成に取り組みたいと考えております。

ソフト事業は、まちづくり交付金事業の立ち上げ調査、道の駅、まごころ便事業等を活

用した地域交流事業、観光等の魅力あるホームページの作成と更新、さらには新生みなか
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み町に相応しい新たなお祭りを創作したいと考えております。

また、安全・安心のまちづくり対策は、今年の経験をもとに除雪・雪害対策、さらには

教育施設の耐震診断等を実施してまいります。

本定例会においてご提案いたします議案は、豪雪対策に関連する車両被害の損害賠償と

それに伴う一般会計補正予算の専決処分２件、土地改良事業に伴う境界変更や道路認定・

廃止、土地の取得等の財産に関する議案５件、条例関係議案３４件、組合規約変更議案２

件、平成１７年度旧町村における決算認定２４件、平成１７年度新町における補正予算９

件、平成１８年度当初予算１１件、土地改良事業概要や辺地総合整備計画議案４件、以上

９１件の案件であります。

条例改正の案件につきましては、本年地方自治法の改正により、指定管理者制度の導入

、 。 、に対応する関連施設の設置管理条例の改正によるものが ２２件を占めております また

決算認定につきましては、旧３町村並びに衛生施設組合の平成１７年９月３０日までの各

会計の決算であります。

なお、本日代表監査委員には、監査報告をいただくことになっておりますが、先般お忙

しい中を一般会計を始め各特別会計、企業会計等の数多くの会計決算審査のご苦労を賜り

まして大変にありがとうございました。

各議案の内容につきましては、別の機会にご説明をさせていただきますが、何卒よろし

くご審議下さいまして、ご決定又はご承認賜りますように心よりお願い申し上げまして、

開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

開 議

これより、本日の会議を開きます 。議 長（増田宗利君）

本日の会議はお手元に配布いたしました議事日程第１号のとおりであります。

議事日程第１号により議事を進めます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。議 長（増田宗利君）

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により議長において指名いたします。

６番 林 喜 一 君、

２９番 富 澤 豊 君。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２ 会期の決定

日程第２、会期の決定を議題といたします。議 長（増田宗利君）

本定例会の会期につきましては、議会運営委員会にも諮りまして、本日から３月２０日

までの１２日間としたい考えであります。これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、本定例会の会期は、本日より３月２０日までの１２日間と決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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日程第３ 議長諸報告

日程第３、議長諸報告を行います。これより議会閉会中の報告をいたしま議 長（増田宗利君）

す。

平成１８年１月１７日、東京千代田区、国土交通省道路局並びに国会参議院議員会館に

豪雪に対する「国の支援」を仰ぐべく町長に同行し陳情を行いました。内容については、

当みなかみ町は、昨年１２月２８日に豪雪対策本部を立ち上げ、また県民局においても本

年１月５日対策本部を立ち上げられ各方面からのご支援をいただきましたことはご承知の

とおりであります。

除雪費は予算を大幅に超えておりますが。住民の生活と安全確保に努めたと言うことで

あり、そして今年の豪雪に対しては多くの見舞や支援物資そして自衛隊の出動をはじめと

して町民・消防団・ボランティアの方々、町職員・議会議員等々各位には除雪作業に出動

いただき誠にありがとうございました。このような状況をふまえて緊急に除雪費の支援を

講じるよう陳情を行いました

、 、 、次に 平成１８年２月２２日 県市町村会館において群馬県町村議会議長会定期総会が

、 。 、小寺弘之群馬県知事 中村紀雄県議会議長を来賓としてお招きし開催されました 総会は

全国町村議会議長会より表彰伝達が行われ１２名の議員が表彰された。また県町村議会議

長会長より７５名の議員が表彰されました。

議事は、前年度事業報告に始まり１８年度事業予算等を可決いたしました。その後宣言

文（案）が読み上げられ、財政事情の窮めて厳しい環境にあっても、目指すべき国の姿を

見失うことなく、地方自治の理想を求め未来に輝く地域社会の建設に全力を注ぐことを誓

い満場一致で採択いたしました。

その内容は、

一、地方分権改革の実現を期する。

一、町村財政の確立、地方交付税総額の確保を期する。

一、議会の活性化、町村議会の福利厚生の改善を期する。

一、少子高齢化社会に対応した保健福祉対策の充実を期する。

一、農林水産業・中小企業振興対策の強化を期する。

一、緑豊かな森林の維持と自然環境の保全を期する等々１１項目を満場一致で決議し全

ての議事をおわり総会はめでたく終了いたしました 。

これにて、議長諸報告を終了いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

行政報告

ここで、行政報告を行います。町長から行政報告の申し出がありましたの議 長（増田宗利君）

で、これを許可いたします。

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

お許しを頂きましたので、一件行政報告をさせて頂きます。町 長（鈴木和雄君）

過日２月１６日付の上毛新聞に「東京芸大みなかみに拠点」という報道がなされたわけ

ですが、この東京芸術大学との連携について、その経過と現状についてご報告申し上げま

す。

昨年１０月から１１月にかけて、ＮＰＯ奥利根芸術文化アカデミーが、東京芸術大学と
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連携してアートフラッグプロジェクトを実施し、アートフラッグが、みなかみ町観光会館

の壁面に飾られていることはご承知のことと存じます。このプロジェクトでは芸大生の作

品と共に芸大の指導のもと地元小中学生による作品制作も行われました。

こうした活動をきっかけとして、ＮＰＯ代表の松本氏から、みなかみ町と利根沼田県民

局に東京芸術大学との連携が持ちかけられました。町としても芸大との連携により、芸術

文化の拠点が町内に設置できることや、文化の薫る町づくりの推進が図られ、文化の町と

しての情報発信ができることは大変有意義なことであり、県民局長と共に去る１月３１日

に東京芸術大学を訪れた次第であります。

学長との会談では町の公有財産を活用した文化芸術活動を双方が協力して実施する方針

が確認されました。

これを受け２月１９日には東京芸術大学坂本名誉教授他２名が当町を訪れ、平成１８年

度から何ができるか話し合いが行われました。その中では絵画科の学生による卒業制作作

品について、その所蔵に困る学生のため、みなかみ町が制作作品の寄贈を受けて収蔵する

ことが提案され、すでに平成１８年度には１２作品の寄贈が予定されております。この作

品の著作権は制作者にありますが、所有権はみなかみ町にあり、著作権者の同意を必要と

しますが、町独自で作品の展示等イベントに使用することができます。

収蔵の場所ですが、当面新治支所の２階を使用することになっておりますが、それほど

大きなスペースを必要とはせず、他の使用の支障にすぐなるという程のものではありませ

ん。

また本年度みなかみ町を舞台にした活動として 「みなかみ町アートプロジェクト」を計、

、 、 、画しておりますが その内容は 超高精細なデジタル機器を絵画作品の調査研究に導入し

みなかみ町の「風貌・土地と人の姿」のテーマのもと、風景・風土はどのように感受され

るものか、身体的な要素で受けるものが非常に多くの情報を持った画像で出現することの

意味・作用を検証することだそうであります。撮影には５月頃から入り、調査研究の後、

１０月には作品が展示されることになります。展示を通して新たなる水上の姿、あらため

て知る我が地について、地域の人はもちろん旅行客にも発信していくというものでありま

す。

こうした取り組みにより、芸術文化拠点の形成や大学との連携によるみなかみ町の情報

発信が期待できると考え、町の支援につきましては、本議会に提案させて頂きました平成

１８年度予算にも計上させて頂いております。

よろしくご審議の程お願い申し上げて行政報告とさせていただきます。

以上で行政報告を終わります。議 長（増田宗利君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第４ 閉会中の継続調査に関する委員長報告について

日程第４、閉会中の継続調査に関する委員長報告についてを議題といたし議 長（増田宗利君）

ます。

本件につきましては、各委員長より報告がないことをご報告いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第５ 請願・陳情文書表

日程第５、請願・陳情文書表についてを議題といたします。議 長（増田宗利君）

今期定例会において、本日までに受理しました請願・陳情は、お手元に配布いたしまし
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根津 公安 原澤 好治

請 願 人 及 び 紹 介 議 員

請 願 件 名

請 願 趣 旨

受理年月日

付託委員会

総 務 文 教

常任委員会

た請願・陳情文書表のとおりであります。

事務局に請願・陳情文書表の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

平成１８年第１回(３月)みなかみ町議会定例会請願文書表（請願第１号）

番

号

平成１８．２．７

みなかみ町連合消防団月夜野第 みなかみ町月夜野５２３

６分団詰所新築に関する請願書 町組区長 五十嵐 次男

【請願趣旨】

町組区においては、元来、県道月夜野～新治線の沿線の家屋に見受けられるように、長屋・

請 屋込みの地区があり、合併以前より消防行政、地元消防活動に対する理解・信頼が高く、地域

願 が一体となり、予防消防活動、災害対策に積極的に取り組んできました。

、 、第 その活動の中核となる消防団第 分団詰所は 築３０年を経過したことによる老築・老朽化6
また、これから整備される消防設備から懸念される狭小化が課題となっており、さらに1

号 はサラリーマン世帯の増加に伴う第 分団員の在町率の低下により、出動の際に２つある詰所6
からの消防自動車、積載車（可搬自動車）の出動態勢の強化のために、２詰所の一体化が懸念

懸案事項となっておりました。

折しも、現在工事中であります都市計画道路の用地問題等が解決されていなかったため、町

当局に対してお願いする段階ではなく、時期尚早との意見があり、今日に至っております。

しかし、平成１７年度に都市計画道路の用地問題も解決し、県道月夜野～新治線との交差点

協議が終了し、都市計画道路の交差点に残地等が発生するやにお聞きいたしました。

つきましては、ぜひとも、現在の敷地及び残地を活用し、詰所の新築を区民をあげて請願す

る次第ですので、お取り計らいのほど、よろしくお願い申し上げます。

【請願事項】

１．予防消防・災害対策の中核施設として、都市計画道路の進捗に伴い進展した交差点協議に

よる道路用地の残地と、現在の詰所の敷地を活用した詰所の新築を請願します。

２．２つの詰所を統合し、詰め所の老朽化や団員の在町率の低下による初期消防活動の対応が

可能となり、消防自動車・積載車（可搬自動車）が同時に収納可能な一体とした詰め所を

設置することにより、一朝有事の際には団員が同時に出動できる体制を整備し、住民が安

心して暮らせる生活環境の整備を望みます。
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陳 情 人

産 業 観 光

常任委員会

請 願 人 及 び 紹 介 議 員

請 願 件 名

請 願 趣 旨

受理年月日

付託委員会

総 務 文 教

常任委員会

陳 情 件 名

陳 情 趣 旨

受理年月日

付託委員会

ゆたかな教育を考える会
みなかみ町猿ヶ京温泉１１８９

林 強 一 ほか１名

平成１８年第１回(３月)みなかみ町議会定例会請願文書表（請願第２号）

番

号

平成１８．２．２７

みなかみ町教育施設建設に関す

る請願

【請願趣旨】

新治地区の小学校統合計画については、住民の過半数を超える約３，５００名の反対署名が

。 、 。 、 、請 寄せられました 住民は 決して納得していません 立派な猿ヶ京小学校 須川小学校があり

願 小学校の統合問題はまだまだ議論や検討の余地があり、統合小学校の建設を急ぐ必要はありま

第 せん。みなかみ町全体を考えたとき、新治地区の小学校統合計画は、この際一時凍結し、教育

２ 施設建設で最優先すべきは、桃野小学校体育館であると思います。

号

【請願事項】

新治地区の小学校統合計画を一時凍結し、桃野小学校の体育館建設を先に着工して下さい。

平成１８年第１回(３月)みなかみ町議会定例会陳情文書表（陳情第１号）

番

号

平成１７．１２．８

防災･環境･生活優先の公共事業へ 高崎市栄町６－４１

の転換と群馬県所在国土交通省事 国土交通省全建設労働組合関東地

務所の必要な職員確保を求める陳 方本部群馬県協議会

情について 議長 永倉 剛

【陳情趣旨】

毎年日本各地で洪水・土砂崩落・地震などの災害により国民の尊い生命と多くの財産が失わ

陳 れています。

情 昨年度は、７月の新潟・福島・福井での豪雨災害をはじめ、１０月にかけて全国各地で台風

第 被害など自然災害が相次いで発生しました。さらに、１０月２３日新潟県中越地方を震源とす

１ る地震被害では、死者３９名を出す大災害が発生しました。国が、急傾斜地・崩壊危険箇所に

号 指定し対策が必要とされている９万２，５４８箇所のうち、対策がとられているのはわずか２

小崎 洋一郎 倉澤 長男
林 多加志 原澤 好治
安 達 澄 取消H18.3.2



- 11 -

（ ）第 号H -18 1 3.9 1

３％にすぎず緊急防災対策が求められています。また、全国では毎年多くの地震が発生してい

ますが、災害時において避難場所となる小中学校の校舎の耐震補強達成率は４５．９％にとど

まっており、地域の防災拠点となる学校・病院など公共施設の耐震化が急がれています。しか

し、防災関係予算の一般会計に占める割合は１９９８年の約８％から２００３年には５％弱へ

と年々減少しており、防災対策が十分進んでいないため、政府の世論調査でも多くの国民が防

災・国土保全、生活関連公共事業への転換を求めています。

このことから、これからの公共事業のあり方は、国民の生命と財産を災害から守り、豊かな

自然との調和や歴史的文化遺産の継承をはかること、生活基盤整備重視へ転換した国土づくり

が求められています。

社会的な問題となっているアスベストは今後２０年で１０万人を超す被害者がでると予想さ

れています。被害防止の対策や補償は国が責任を持って行う必要があります。

また、国・地方自治体で発注する公共・委託事業は、建設産業における重層下請け構造によ

り、ダンピング受注などが横行し、この事業に働く多くの労働者は、最低賃金ギリギリで生活

保護基準すら下回っていることも珍しくありません。このことは、手抜き工事などで公共サ－

ビスの質や安全性の低下につながります 「公契約法・条例」は、粗悪な工事の温床となる安。

値ダンピング受注を規制して、公共サ－ビスの維持向上を図ります。公正な発注、適正な賃金

確保は国際的な常識となっています。

国土交通省関東地方整備局の行う委任業務は、補助事業や住宅、下水、公園、まちづくり、

地域づくりなど、より地域に直接関わるものであり、国民生活優先の公共事業を推進するため

にも、地方出先機関である事務所・出張所の役割は重要であり、その執行体制の拡充と強化は

不可欠と考えます。

しかし政府は、新たに５年間で５％以上の国家公務員純減を一律的に推し進めようとしてい

。 、 、ます こうしたことが進められれば公正な事業発注や施工管理 道路・河川等の整備・管理

建設産業に対する指導・監督などの業務にしわ寄せを受け、行政責任と行政サービスの大幅な

低下はさけられません。

私たち全建労は、国民本位の公共事業、直轄事業を推進する上でも、下記４項目の実現を求

めています。

貴地方議会において下記陳情項目にご理解をいただき、採択のうえ、その実現を関係機関に

働きかけていただくようお願いいたします。

【陳情事項】

１．公共事業を防災、国土・環境保全、地域住民の生活優先に転換すること。

２．群馬県内にある国土交通省の出先機関（事務所・出張所・支所）の業務執行体制整備と必

要な職員を確保すること。

３．アスベストの飛散防止や適切な処理方法を早急に確立するとともにアスベスト曝露に伴う

健康被 害を防ぐこと。じん肺・アスベスト被害者の労働災害認定基準を大幅に緩和し、

全ての被害者を補 償すること。

４．公契約法(公共事業における賃金等確保法)の制定など法体系を整備すること。
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総 務 文 教

常任委員会

産 業 観 光

常任委員会

陳 情 人

陳 情 件 名

陳 情 趣 旨

受理年月日

付託委員会

陳 情 人

陳 情 件 名

陳 情 趣 旨

受理年月日

付託委員会

平成１８年第１回(３月)みなかみ町議会定例会陳情文書表（陳情第２号）

番

号

平成１８．２．１

新治広域農道と団体営農道交差点 みなかみ町布施２４５３

の交通事故防止対策について 布施区長 関 信 司

【陳情趣旨】

陳 新治広域農道の須川川大橋が開通され地域住民の利便性も高くなり、町当局に対しお礼と感

情 謝を申し上げます。

第 しかしながら、広域農道と団体営農道の交差点においては、団体営農道の上からの進入路が

、 。 、 、２ 掘割り状態で見通しが悪く 交通量が増える中で広域農道を横断しています また 冬期間は

号 団体営農道上からの進入路が急斜なため、車がスリップし車の先端が広域農道にはみ出てしま

います。

広域農道では、スピードをあげての車の往来も著しく、非常に危険な状況であり、早急に対

策をお願い申し上げます。

【陳情事項】

１．広域農道と団体営農道交差点の路面に横断歩道表示と広域農道交差点左右に横断歩道あり

の路面表示、看板設置のお願い。

２．団体営農道交差点上部（南山側）にスリップ止めと左右拡幅のお願い。

以上２点の改善提案を陳情申し上げます。

平成１８年第１回(３月)みなかみ町議会定例会陳情文書表（陳情第３号）

番

号

平成１８．２．１

布施上原地区内町道にＵ字溝を道 みなかみ町布施２４５３

路横断状に敷設をお願いしたい 布施区長 関 信 司

【陳情趣旨】

陳 上原地区町道に一部Ｕ字溝の設置されていない箇所があり、その土手上部より地下水が道路

情 に流れ出し、雨天がつづくと道路一面が水浸しとなり、民家２軒に流れ込みます。また、冬期

第 間は、路面が凍結することもあり、危険です。ここに水路対策をして頂きたく陳情申し上げま

３ す。
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総 務 文 教

常任委員会

陳 情 人

陳 情 件 名

陳 情 趣 旨

受理年月日

付託委員会

号 【陳情事項】

布施上原地区内町道にＵ字溝を道路横断状に敷設をお願いしたい。

平成１８年第１回(３月)みなかみ町議会定例会陳情文書表（陳情第４号）

番

号

平成１８．２．１３

6-41「公共サービスの安易な民間開放 高崎市栄町

は行わず、充実を求める意見書」 群馬県国家公務員労働組合共闘会議

提出に関する陳情 議長 生 方 和 義

【陳情趣旨】

、「 」 、 。陳 政府は 小さな政府 を口実に 公共サービスの民間開放と公務員の純減を進めています

情 しかし、効率ばかりを優先させた建築確認の規制緩和、民間開放が耐震強度偽装事件を招いた

第 と指摘されるように、国民の安全やくらしに直結する業務の民間開放には慎重な対応が求めら

４ れます。

号 いま、政府が導入を急いでいる市場化テスト(官民競争入札)は、民間の要望をもとに、効率

化の観点から国と地方のあらゆる業務を対象に競争入札を強要するものです。国民・住民のく

らしや安全に対する国や自治体の責任や公共サービスの内容についての論議は不十分なままに

制度化が進められており、単に企業のもうけの場を作りだすだけの結果になるとの懸念は消え

ていません。

また、そのような民間開放と一体で、公務員の純減目標値が決定されています。そしてその

純減は、直接サービスを提供する分野や出先機関がターゲットとされており、公共サービスの

質と量における地域間格差が広がることが危惧されます。

不安定雇用や低所得者層の増大、地域間の格差があらゆる面で拡大するなど、格差社会が急

テンポで広がっているもとでは、雇用や安全、社会保障などでの国の役割発揮が重要であり、

民営化や地方切り捨てによる「小さな政府」では国民の安心・安全が損なわれてしまいます。

したがって、公共サービスの安易な民間開放や市場化テスト(官民競争入札)は導入せず、ま

た、画一的な公務員の純減は行わず、公共サービスの充実を図ることが必要だと考えます。そ

のため、以上の点を踏まえた意見書を採択のうえ、政府に提出いただくようお願いします。

【陳情事項】

次の事項を内容とする意見書を採択のうえ、政府に提出いただくよう陳情します。

１．くらしや安全に関わる国や自治体の責任を全うするため、市場化テストをはじめとする公

共サービスの民間開放を安易に行わないこと。

２．画一的な公務員の純減は止め、公共サービスの改善や水準を維持するために必要な要員を

確保すること。
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陳 情 人

厚 生

常任委員会

陳 情 件 名

陳 情 趣 旨

受理年月日

付託委員会

平成１８年第１回(３月)みなかみ町議会定例会陳情文書表（陳情第５号）

番

号

平成１８．２．１６

患者・国民負担増計画の中止と 前橋市上小出町２－３６－１

「保険で安心してかかれる医療」 群馬県社会保障推進協議会

を求める陳情書 代表 野 上 恭 道

【陳情趣旨】

政府は、２月１０日に医療制度「改革」関連法案を閣議決定し、国会に提出しました。その

陳 中身は２００６年から２００８年にかけて、団塊の世代が定年退職を迎え高齢化がピークとな

情 る２０２５年に向けて、医療費の伸びを抑えるとして、高齢者を狙い撃ちしています。

第 「現役並み所得」ある７０歳以上の窓口負担を、今年１０月から現行の２割から３割に引き

５ 上げ。２００８年４月からは、７０～７４歳の「一般所得」者の負担も、現行の１割から２割

号 負担に引き上げ。７０歳以上の長期入院患者の居住費・食費の自己負担化（２００６年１０月

～ 、７５歳以上を対象にした新たな「高齢者医療制度」の創設と保険料の徴収（２００８年）

４月～）

さらに、患者負担増にとどまらず、医療給付費の抑制を目的に、高齢者の療養病床の削減、

都道府県に入院日数の短縮の数値目標を明記した「医療費適正化計画の策定」を義務づけ、都

道府県単位に医療費抑制を競わせ、成果の上がらないところには補助金の削減などペナルティ

を課すことを計画しています。

高額な患者負担を求め、強引な再編計画による医療給付費の抑制は、患者の医療を受ける権

利を脅かし、病気の早期発見・早期治療を妨げ、重症化による医療費の増加を招くものです。

「保険で安心してかかれる医療」というのは、国民共通の願いです。国庫負担の増額と医療

保険に対する国の責任を強めることなど以下の４項目を要求します。

【陳情事項】

１．入院時の食費・居住費などの患者負担を増やさないこと。

２．高齢者の患者負担と保険料の引き上げを行わないこと。

３．必要な医療は公的医療保険で保障し保険のきかない医療行為を増やさないこと。

４．国庫負担の増額と医療保険に対する国の責任を強めること。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議 長（増田宗利君） 以上朗読のとおり、所管の委員会に付託いたしますので報告いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第６ 報告第１号 落雪による車輌被害の損害賠償について

日程第６、報告第１号、落雪による車輌被害の損害賠償についてを議題と議 長（増田宗利君）
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いたします。

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

報告第１号、落雪による車輌被害の損害賠償についての専決処分報告につ町 長（鈴木和雄君）

いて提案理由の説明を申し上げます。

この事故は、平成１７年１２月１７日午後３時３０分頃、みなかみ町営住宅鹿野沢団地

内において、前日まで降り積もった屋根の雪が落雪し、車を直撃したものであります。

被害は、車輌の他、スキーキャリア、スキー等で町の過失７０％を認め、早期に賠償す

る必要が生じましたので、総額９５万９３１円を専決処分した次第であります。

以上、ご報告申し上げ提案理由の説明といたします。

、 。議 長 増田宗利君（ ） 以上で報告第１号 落雪による車輌被害の損害賠償についてを終わります

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第７ 承認第１号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計補正予算（第２号）

の専決処分報告について

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計補正議 長（増田宗利君） 日程第７、承認第１号、

を議題といたします。予算（第２号）の専決処分報告について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

承認第１号、平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計補正予算（第町 長（鈴木和雄君）

２号）の専決処分について、ご説明申し上げます。

今年の豪雪は、「１８豪雪」と気象庁が命名したように、記録的な積雪により、みなかみ町民にも、

莫大な除雪経費と残念ながら、貴重な町民の生命まで奪う結果を招きました。

町といたしましては、早期に豪雪対策本部を設置し、群馬県知事をはじめ、多くの関係

機関のご協力いただき、道路の除雪、一人暮らし老人等の屋根の雪下ろし等に真剣に取り

組んでまいりました。

議員各位には、吹雪荒れまくる中、水上地区の除雪に駆けつけていただきましたことに

あらためて感謝を申し上げるとともに、補正財源として財政調整基金より手当をさせてい

ただきました。

歳入歳出それぞれ１億５，０５７万２千円を増額し、予算総額を７７億４１７万６千円

とさせていただきました。前に申し上げましたとおり、緊急を有する事案でありましたの

で、専決処分をさせていただきました。ここにご報告を申し上げます。

よろしくご審査の上、ご承認下さいますようにお願い申し上げます。

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより承認第１号について議 長（増田宗利君）

質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「
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ありませんので、これにて承認第１号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより討論に入ります。

まず、承認第１号に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて承認第１号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計補正予算（第２号）の専決処分報承認第１号、

を採決いたします。告について

本案は、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計補正予算（第２号）の専よって、承認第１号、

は原案のとおり承認されました。決処分報告について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第８ 議案第１号 辺地に係る総合整備計画について

日程第８、議案第１号、 を議題といたしま議 長（増田宗利君） 辺地に係る総合整備計画について

す。

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第１号、辺地に係る総合整備計画についてご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

合併前における辺地総合計画につきましては、旧新治村の９地域を対象に平成１５年度

から平成１９年度までの５ヶ年間の計画がありました。しかしながら合併によりこの計画

がみなかみ町に継承されず、新たに計画を策定する必要が生じました。このため本計画は

平成１７年度に事業が実施されている永井地区及び入須川地区の２辺地を対象とし、計画

期間を３ヶ年間として策定いたしました。

計画内容は総事業費は、４億４、２００万円で、財源内訳は国県補助金等特定財源が２

億８，９００万円、一般財源１億５，３００万円となっております。なお、一般財源につ

きましては、全額辺地対策事業債の起債で対応いたします。

事業内容は、永井地区の町道及び農道整備１億４，２００万円と入須川地区の農道整備

３億円の事業であり、いずれも継続事業であります。

今後の辺地計画につきましては、辺地要件の該当地域が、新治地域に３地域、水上地域

に４地域になると思われますので、公共施設整備の必要性や辺地要件の再調査などを踏ま

え、平成１８年度中に計画策定を行う方針であります。

以上申し上げ、提案理由の説明とさせて頂きます。よろしくご審議の上ご議決下さいま

すようにお願い申し上げます。

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより議案第１号について議 長（増田宗利君）

質疑に入ります。質疑はありませんか。
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（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより討論に入ります。

まず、議案第１号に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第１号、 を採決いたします。辺地に係る総合整備計画について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第１号、 は原案のとおり可決されました。辺地に係る総合整備計画について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第９ 議案第２号 市町の境界変更について、

議案第３号 境界変更に伴う財産処分に関する協議について

市町の境界変更について、 境界変更に議 長（増田宗利君） 日程第９、議案第２号、 議案第３号、

を一括議題といたします。伴う財産処分に関する協議について、以上２件

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より一括して提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

、 。町 長 鈴木和雄君（ ） 議案第２号 議案第３号について一括して提案理由の説明を申し上げます

議案第２号、市町の境界変更については、沼田市上川田町及びみなかみ町下津字下川原

地区の土地改良事業を共同施行いたしましたことに伴い、従来の地形が変更され、境界が

、 。不明確になったので 新たな区画にあわせて市町の境界を変更し整理するものであります

次に、議案第３号、境界変更に伴う財産処分に関する協議についてでありますが、この

事業により、市町の境界変更が生じたことにより、沼田市境界内となりましたみなかみ町

所有の道路・水路の財産処分、また、みなかみ町境界内となりました沼田市所有の道路・

水路の財産処分について協議するものであります。

ご審議の上ご決定下さいますようにお願い申し上げて提案理由の説明と致します。

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより議案第２号、議案第議 長（増田宗利君）

３号について、一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより討論に入ります。

まず、議案第２号に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「
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ありませんので、これにて議案第２号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第２号、 を採決いたします。市町の境界変更について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第２号、 は原案のとおり可決されました。市町の境界変更について

これより議案第３号について討論に入ります。

まず、議案第３号に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第３号、 を採決いたします。境界変更に伴う財産処分に関する協議について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第３号、 は、原案のとおり可境界変更に伴う財産処分に関する協議について

決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１０ 議案第４号 町道路線認定について

議案第５号 町道路線廃止について

町道路線認定について 町道路線廃議 長（増田宗利君） 日程第１０、議案第４号、 、議案第５号、

、以上２件を一括議題といたします。止について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より一括して提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第４号、第５号について、関連がありますので一括して提案理由の説町 長（鈴木和雄君）

明を申し上げます。

両議案につきましては、主に土地改良事業のほ場整備に伴うもの及び道路の新設・改良

事業による路線を認定及び廃止するものであります。

議案第４号では、旧月夜野町の北入河原８号線から悪戸２２号線の延長１，４３０ｍ１

６路線と旧新治村の湯宿４２号線から塩原４６号線の延長１８，６９１ｍの６８路線、計

２０，１２１ｍの８４路線を新たに認定し、道路法第８条２項の規定に基づき議会の議決

を頂くものであります。

また、議案５号では、旧月夜野町の福島１号線から悪戸８号線の延長７５０ｍの７路線

と旧新治村柳沼１１号線から吹路線の延長１４，９２０ｍの５２路線で計１５，６７０ｍ

の５９路線を廃止するものであり、道路法第１０条１項の規定に基づき廃止の議決を頂く

ものであります。なお、旧水上町においては、合併前に平成１７年度は認定及び廃止済み

でございます。よろしくご審議の上、ご決定下さいますようにお願い申し上げて提案理由
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の説明といたします。

以上で、提案理由の説明が、終了しました 。議 長（増田宗利君）

これより、議案第４号、議案第５号について一括して質疑に入ります。質疑はありません

か。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて質疑を終結します。議 長（増田宗利君）

これより討論に入ります。

まず、議案第４号に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第４号、 を採決いたします。町道路線認定について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第４号、 は、原案のとおり可決されました。町道路線認定について

これより議案第５号について、討論に入ります。

まず、議案第５号に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第５号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第５号、 を採決いたします。町道路線廃止について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第５号、 は、原案のとおり可決されました。町道路線廃止について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１１ 議案第６号 土地の取得について

日程第１１、議案第６号、 を議題といたします。議 長（増田宗利君） 土地の取得について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第６号についてご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

平成１６年度より、地域活性化事業債の地域文化財・歴史的遺産活用事業の採択を受け

まして、下津地域にあります名胡桃城址保存整備用地の取得を行うものですが、この土地

は旧月夜野町土地開発公社で平成５～６年にかけて、代行用地取得してあったものを本事

業により町が買い取るものであります。
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事業期間につきましては、１８年度までの３ヶ年を予定しており、総面積４５，７５４

㎡の内、県指定用地を含めた３８，５２２㎡を買い取るものであります。

、 、 ， 、 ， ，本年度につきましては 議案に示すとおり ２３ ２４９㎡ 購入価格５ ０２４万４

２５８円で、みなかみ町土地開発公社より購入致したく、地方自治法の規定に基づき、み

なかみ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、議会の議決をお願いするものであります。よろしくご審議の上、ご決定下さいます

ようにお願い申し上げて、提案理由の説明といたします。

、 、議 長 増田宗利君（ ） 町長の提案理由の説明が終了しましたので これより議案第６号について

質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第６号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第６号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第６号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第６号、 を採決いたします。土地の取得について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第６号、 は、原案のとおり可決されました。土地の取得について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１２ 議案第７号 みなかみ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

みなかみ町職員の給与に関する条例の一部を改正議 長（増田宗利君） 日程第１２、議案第７号、

を議題といたします。する条例について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第７号について、ご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

公務員の給与については、その労働基本権の制約代償措置として、人事院の勧告が行わ

れ、それに準じて改正を行っているところありますが、今回の改正も昨年の人事院勧告に

基づくもので、給料水準を平均で４．８％引き下げる内容となる給料表の改正が主なもの

であります。

、人事院が示す年功序列制から勤務成績制に基づく給与制度改革に反映させるものであり

適用は４月１日からになりますが、引き下げは一気に実施せず、現在の給料を保証した経

過措置がとられ、その間は昇給は行わず、徐々に実質的な水準を下げていくことになりま

す。

職員の給与については、昨年１２月に既に給料表が０．３％引き下げられ、また、配偶
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者扶養手当も引き下げられるなど、非常に厳しい内容となっておりますが、この人事院の

勧告に準じて実施していきたいと考えており、ここに条例の一部改正の提案をさせていた

だきました。

、 。よろしくご審議の上 ご決定下さるようにお願い申し上げ提案理由の説明といたします

、 、議 長 増田宗利君（ ） 町長の提案理由の説明が終了しましたので これより議案第７号について

質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第７号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第７号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

４０番小崎洋一郎君。

（４０番小崎洋一郎君登壇）

私は、議案第７号、みなかみ町職員の給与に関する条例の一部改正条例４ ０ 番（小崎洋一郎君）

に反対であることを表明するものであります。

２月２８日の上毛新聞の一面に「みなかみ一般職４％賃下げ、昇級停止、実質５．５％

減」とありました。新聞記事を見るまで、私は情報を持っておりませんでしたので、驚き

のあまり絶句した次第であります。手を付けてほしくない領域の一つに踏み込むというこ

とであり、まさにルビコン川を渡ろうとしているものであると思います。

役場職員は言うまでもなく、現役の労働者であります。現役世代は多かれ少なかれロー

ンを抱えているのが一般的であります。賃金が下がったからと言って、借金のローンが減

額されるわけではありません。

、 、 。また 現役世代は子育て世代でもありますが 教育関係費を縮小することはできません

結局、家庭内可処分所得の減少となるわけであります。このことは、地域経済に与える影

響大なるものがあると考えられます。加えて、今日本が直面している少子化に拍車をかけ

ることにもつながりかねません。

町村合併前の３ヶ町村の役場職員の給与が高かったわけではありません。給与水準を示

すラスパイレス指数は概ね９３程度でありましたので、賃下げを行う論拠が存在しないこ

とを申し上げまして、私の討論とさせていただきます。

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ほかにありませんか。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第７号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第７号、 を起立によみなかみ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

り採決いたします。

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（増田宗利君）

、 、 、よって 議案第７号 はみなかみ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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日程第１３ 議案第８号 みなかみ町行財政改革調査会設置条例の一部を改正する条例について

みなかみ町行財政改革調査会設置条例の一部を改議 長（増田宗利君） 日程第１３、議案第８号、

を議題といたします。正する条例について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第８号について、ご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

前の議会におきまして、行財政改革調査会の設置につきまして、ご理解を賜りご決定し

ていただきました。厚くお礼申し上げます。

１月より毎週、滞納問題等について検討していただいておりますが、検討する事項が組

織統合など多岐にわたることから、検討項目ごとに専門部会的な組織とし、集中的に提案

をしていきたい旨の申し出がありましたので、専門的分野の知識を持った数名の増員をお

願いいたしますとともに、現条例では全員の出席がなければ、調査会の開催ができないと

いう規定になっておりますが、過半数の出席で開催できるものとする改正であります。

よろしくご審議の上ご決定下さいますようにお願い申し上げて提案理由の説明とさせて

いただきます。

、 、議 長 増田宗利君（ ） 町長の提案理由の説明が終了しましたので これより議案第８号について

質疑に入ります。質疑はありませんか。

４０番小崎洋一郎君。

（４０番小崎洋一郎君登壇）

町長にお伺いしたいと思います。提案理由の説明の中で、数名の増員と４ ０ 番（小崎洋一郎君）

いうことを言われたのですが、さて私、それを聞いていて、数名とは何人くらいなのかと

思いました。実は数名という言葉は、ＮＨＫのラジオで日本語の解釈についての住民意識

調査の中で、どうもこの数名というのが怪しいと、江戸時代は数名というのは、８～９名

程度が数名であったそうであります。しかし、現在はそれぞれの個人が勝手に解釈をして

、 、２～３人とか あるいは４～５人とかという結果が集約されているんだということなので

数名の範囲をお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。

町長。議 長（増田宗利君）

（町長 鈴木和雄君登壇）

。 。町 長 鈴木和雄君（ ） お答えいたします 小崎議員が言われますように２～３名でございます

ほかにありませんか。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第８号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第８号について、討論に入ります。まず、反対討論の発言を許します。

４２番大坪進君。

（４２番 大坪 進君登壇）

議案第８号、みなかみ町行財政改革調査会設置条例の一部改正について、４ ２ 番（大坪 進君）

反対の立場で討論いたします。

提案理由の説明では、第３条第１項中の「３人をもって組織する」となっているものを
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「３人をもって組織し、必要に応じ増員できるものとする」と改め、さらに「議決に関わ

っては全会一致制」から「過半数」をもって決定する内容の改正の説明であります。

私は、１２月定例議会で２つの理由で反対しました。その一つは、広範な住民の声を反映

する上で定数３人はあまりにも少ない、増員すべきだという点と、もう一点は、幅広い階

層の意見を集約する上で公募による選任をすべきという主張をして反対をしたわけであり

ます。町長による任命では、客観的な主権者の声は反映できないとして、条例設置に反対

したわけであります。

この改正は、若干の改善がみられますが、公募制が取り入れられず、根本的な改善はみ

られません。平成１７年度の旧３町村の一般会計、特別会計の決算における町税等の未収

額は約３７億円、合併時の起債総額、行政に関わる起債は概ね２８０億円と言われ、本町

の行財政は極めて危機的状態であり、２万４千の町民全体のものとして享受できるよう調

査会の機構・運営は民主的に行われるべきであります。

議員各位のご理解とご賛同をお願いしまして討論といたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

暫時休憩いたします。議 長（増田宗利君）

（暫時休憩）

会議を再開いたします。議 長（増田宗利君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

４２番大坪進君。議 長（増田宗利君）

（４２番 大坪 進君登壇）

それでは一部訂正させていただきます。４ ２ 番（大坪 進君）

一つは議決に関わってということについてなんですが、この部分に誤りがありましたの

で訂正いたします。それと町税未収額３７億という数字についても訂正いたします。

以上です。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

暫時休憩いたします。議 長（増田宗利君）

（暫時休憩）

会議を再開いたします。議 長（増田宗利君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

４２番大坪進君。議 長（増田宗利君）

（４２番 大坪 進君登壇）

それでは決議に関わってという点については、削除させていただいて、３４ ２ 番（大坪 進君）

７億についてもその部分について一部を削除させていただきます。以上です。

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ほかにありませんか。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第８号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

みなかみ町行財政改革調査会設置条例の一部を改正する条例に議 長（増田宗利君） 議案第８号、

を起立により採決いたします。ついて

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）
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起立多数であります。議 長（増田宗利君）

みなかみ町行財政改革調査会設置条例の一部を改正する条例についよって、議案第８号、

は、可決されました。て

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

この際、休憩いたします。１１時２０分より再開いたします。議 長（増田宗利君）

（午前１１時０９分休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午前１１時２１分再開）

休憩前に引き続き会議を開きます。議 長（増田宗利君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１４ 議案第９号 みなかみ町都市計画税条例の一部を改正する条例について

みなかみ町都市計画税条例の一部を改正する条例議 長（増田宗利君） 日程第１４、議案第９号、

を議題といたします。について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第９号についてご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

今回の改正は、旧水上地区の都市計画区域内の土地について、農業振興地域から農用地

区域の除外がなされた土地があり、別表第２の課税区域の改正を行うものであります。

以上が提案理由であります。

よろしくご審議の上ご議決下さいますようにお願い申し上げます。

、 、議 長 増田宗利君（ ） 町長の提案理由の説明が終了しましたので これより議案第９号について

質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第９号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第９号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第９号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

、 。議案第９号 を採決いたしますみなかみ町都市計画税条例の一部を改正する条例について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第９号、 は、原案みなかみ町都市計画税条例の一部を改正する条例について

のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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日程第１５ 議案第１０号 みなかみ町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

について

みなかみ町福祉医療費の支給に関する条例の一議 長（増田宗利君） 日程第１５、議案第１０号、

を議題といたします。部を改正する条例について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第１０号についてご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

、 、今回の条例改正は 障害者自立支援法が平成１８年４月１日から施行されることにより

身体障害者福祉法による更生医療、児童福祉法による育成医療、精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律による通院医療が自立支援医療として規定されることに伴う、支給対象

者の規定条文の改正であります。

よろしくご審議の上ご議決下さいますようにお願い申し上げます。

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより議案第１０号につい議 長（増田宗利君）

て、質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１０号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第１０号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１０号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第１０号、 をみなかみ町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について

採決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

みなかみ町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例よって、議案第１０号、

は、原案のとおり可決されました。について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１６ 議案第１１号 みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例について

みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例議 長（増田宗利君） 日程第１６、議案第１１号、

を議題といたします。について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）
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議案第１１号について、ご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

本条例の一部改正は、第１号被保険者の保険料について条例の一部を改正するものであ

ります。

、 、第１号被保険者の保険料につきましては 保険者である市町村が３年ごとに見直しをし

保険料を改定することが介護保険法の中で規定されております。

制度開始後、７年目となる平成１８年度がこの改定の年にあたり 「みなかみ町介護保険、

事業計画」に基づき見直しを行い、平成１８年度から平成２０年度までの３年間おける第

１号被保険者数、介護及び予防サービスの利用者数と利用量、またそれに伴う給付費をそ

れぞれ積み上げ、全体に係る事業量を推計いたしました。

その結果、事業計画作成時点では、利用者数・利用量とも増加することが予測され、そ

れに伴う利用に係る給付費においても増大すると見込まれ、第１号被保険者にご負担いた

だく保険料は、水上地区のを除いた地区において、負担増は避けられないという結論に至

り、やむなく保険料を改定せざるを得ないこととなりました。

保険料の改定幅につきましては、給付費総額を必要最小限にとどめると共に、介護給付

費準備基金積立額を制度運営上の必要最小限の残額にし、残りを３年間の第１号被保険者

の保険料に充当するなどの第１号被保険者の負担を最大限軽減するため、改定幅を最小限

にとどめました。

また、低所得者への軽減対策として、現行の第２所得段階を二つに分け、所得段階を現

行の５段階から６段階に変更し、低所得者への保険料について配慮することに努めると共

に、市町村民税に係る税制改正に伴い、所得段階が昇格により不利益となる場合において

も、平成１８年度と平成１９年度の２ヶ年につきましては、緩和措置を講ずるなどの不利

益の解消に努めてまいります。

なお、平成１７年１０月からの合併に伴う経過措置として設定されました旧町村ごとの

保険料が示された別表につきましては、新たな保険料の設定により、削除させていただき

ます。以上が概要であります。よろしくご審査の上、ご議決下さいますようにお願い申し

上げて提案理由の説明といたします。

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより議案第１１号につい議 長（増田宗利君）

て、質疑に入ります。質疑はありませんか。

４１番髙橋光夫君。

（４１番 髙橋光夫君登壇）

みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例が提４ １ 番（髙橋光夫君） ただ今、議案第１１号、

案をされました。この見直しに当たっては財源が非常に厳しいと言うことで町当局といたしましても、

それなりの苦心があったと思います。

そこで私がお伺いしたいことは、旧３ヶ町村、それぞれ現行の保険料が違いますので、平均でど

のくらい上がったか、こういった問題については非常に分かりにくいと思いますけれども、もし、その

辺のところで何か参考的な説明がいただければ、説明をいただきたいです。

もう一つは、一連の税制改革が行われまして、住民税非課税世帯から課税世帯に変わったところ

がかなりあると思いますけれども、この激変緩和の特例措置、これを受ける方が人数でどのくらいに

なるか、その辺をお伺いしたいと思います。

保健福祉課長。議 長（増田宗利君）

（保健福祉課長 原澤和己君登壇）

お答えいたします。保健福祉課長（原澤和己君）
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まず、３町村の保険料ですが、平均といいますか、各町村ごとの保険料を第３段階の基

準額で、旧月夜野町は３２，１００円、旧水上は４６，２００円、旧新治村は３３，２０

０円、これが先程の町長の提案理由にもありましたが年額３９，８００円に決定をしてい

ただくものでございます。

それと給付の関係で軽減、税制改正によるところでありますが、税制改正においては保

険料段階が上昇するものへの激変の緩和措置ですが、これについては現在の給付状況、保

険者の推移についてお答えしたいと思いますがよろしいでしょうか。

まず、介護の給付費の推移ですが、旧３町村を合わせて、平成１５年度で１３億９６５

万３千円ほどの給付費でしたが、１７年度については１４億７，１８４万７千円です。今

回の試算推計の根拠ですが、平成２０年度、３ヶ年度の最後の年ですが、１７億１，３５

４万円ほどの給付への推移の推計をしています。

第１号被保険者の推移ですが、平成１５年度で３町村合わせて、６，７０４名の方が該

当していましたが、平成１７年度については６，７９４名増員をしています。

また、推計の中で平成２０年度ですが、７，０３２名程度を推計しています。

４１番髙橋光夫君。議 長（増田宗利君）

（４１番 髙橋光夫君登壇）

はい、ただ今、今までの推移を説明されたのですが、私は課税・非課税対４ １ 番（髙橋光夫君）

象者があったわけですが、今回の税制改革によって、課税対象者となった方がそれなりに

いらっしゃると思いますが、この課税対象者となった方は、激変緩和措置を受けるわけな

んですが２年間に限って、これを受ける方がどのくらいいたのか、分かったら説明いただ

きたいということでございます。

保健福祉課長。議 長（増田宗利君）

（保健福祉課長 原澤和己君登壇）

はい。今回の質問の第１段階から第６段階まで保険料の中で設定をし保健福祉課長（原澤和己君）

ているわけですが、第４段階、第５段階が市町村民税が課税されていて、また、本人が市

町村民税課税の方が第４段階ですが、この人数については推計しておりません。

ほかにありませんか。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１１号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第１１号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

４１番髙橋光夫君。

（４１番 髙橋光夫君登壇）

みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例について反対４ １ 番（髙橋光夫君） 議案第１１号、

討論を行います。

、 。 、このたび 介護保険料値上げを内容とする条例の一部改正が提案されました 改正点は

、 、低所得者に重い保険料の矛盾を解消するための措置として 現行の第二段階を新第二段階

新第三段階に分割するなどの措置が取られております。

これは現行の保険料、第二段階については、被保険者の負担能力に大きな開きがあるの

で、これを現行第二段階を細分化して、負担能力の低い層にはより低い保険料を設定する

というものであります。

しかし、この中には年間所得８０万円以下の層も含まれるものであり、生活保護受給者
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との均衡・公平性からも保険料を免除すべきであり、充分な対策とは言えません。

また、市町村民税非課税者から課税者となった人への激変緩和措置として、保険料負担

率を新しい段階のものより２年間に限って抑制するという措置などもありますが、これも

、 。一連の税制改悪が行われるもとでの経過措置であり 抜本的な対策とは言い難いものです

このように不十分な措置のまま、しかもこの間、ホテルコスト代の利用者負担増を求め

ながら、さらに介護保険料の値上げを実施することは、住民に過酷な負担を求めるもので

あり、同意できません。

このような条例改正が提案された大本には、国が介護保険の給付費の国庫負担を２分の

１から、４分の１に減らしたことがあります。これを計画的に元の２分の１に引き上げる

ことこそ、国が果たさなければならない責任であると考えます。

、 。自治体としても このことを国に強く働きかけるよう求めまして反対討論を終わります

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

１７番根津公安君。

（１７番 根津公安君登壇）

みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例について、賛成１ ７ 番（根津公安君） 議案第１１号、

討論を申し上げます。

介護保険制度が平成１２年４月より開始され、早６年が経過をいたしまして、制度自体

の環境については、高齢者の方々にもほぼ理解され定着してきたものと認識しています。

その間、今回を含め２度の制度改正が行われ、第１号被保険者の保険料と給付に伴う介

護保険報酬費の改訂、さらに介護保険給付内容などの制度自体の見直しが行われてまいり

ました。

これらの改正は、介護保険制度が熟成する過程において、介護給付や予防給付のあり方

について、現状のニーズに即した制度の見直しはある一定期間を設定して、その都度見直

されるべきであると私は考えます。

、 、今回の修正や新たなメニューの創設についても現状を踏まえ その必要性を調査研究し

今後の課題などを考察して行われたものと思います。

今回の保険料の改定については、２つの理由によりまして、水上地区を除いた負担増と

なったと理解しております。

一つは、高齢者人口の増加と介護保険制度の定着化による制度利用者が増加したことに

よるサービスの給付量が増大することが推計されること、もう一つの理由として、制度改

正により新たな予防制度が拡充されたということです。

このみなかみ町の高齢者比率は現在２７．８％、平成２０年にはおよそ３０％を超える

と推計されております。この数字は決して、私は悪いと言うことではありませんが、超高

齢化社会に対応しなくてはならないと思います。

また、要介護認定者は、平成１２年の制度開始時と比べ、およそ２倍となり、前回見直

し時の平成１５年度時とは１．２倍となる見込みです。

こうした介護が必要となった高齢者の方々が安心して老後を過ごせることができるよう

に介護サービスの低下は決して許されるものではなく、そのためにある一定の相当分をご

負担いただくものと思います。

そして、基金を取り崩し、保険料の改定幅を軽減するなどの最大限の努力の結果と私は

判断いたします。以上申し上げまして、本条例一部改正の賛成討論といたします。

ほかにありませんか。議 長（増田宗利君）
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（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１１号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第１１号、 を起立により採決みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例について

いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（増田宗利君）

よって、議案第１１号、 は可決さみなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例について

れました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１７ 議案第１２号 みなかみ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する

条例について

みなかみ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例議 長（増田宗利君） 日程第１７、議案第１２号、

を議題といたします。の一部を改正する条例について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第１２号についてご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

第１１条と第１２条の「及び処理券」と「又は処理券」の部分 を削り、処理券制度を廃

止するものであります。

別表の項中「６５」を「８０」に改めるのは指定袋（中）の縦の長さを統一するための

変更であり、また、同表処理券の項を削除するものであります。

。 。以上が概要であります よろしくご審議の上ご議決賜りますようにお願い申し上げます

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより議案第１２号につい議 長（増田宗利君）

て、質疑に入ります。質疑はありませんか。

９番安達澄君。

（９番 安達 澄君登壇）

この処理券についてですが、今回処理券を削除するということで、これま９ 番（安達 澄君）

で処理券がどこの町村で発行され、また、その理由について伺いたいのですが、なぜ今ま

で処理券を発行していたか、新治においてはその券はなかったと思いますが、その辺をご

説明願います。

環境課長。議 長（増田宗利君）

（環境課長 阿部 正君登壇）

処理券は、旧月夜野町で粗大ゴミに関して、小さな券がございまして、環境課長（阿部 正君）

、 。それに８０円の券を貼ることによって 粗大ゴミが収集できるという制度でございました

これを廃止した理由は、この制度続けられれば、続ける予定だったのですが非常に排出者

の責任制度が非常に希薄な制度でございまして、例えば１枚の処理券で２千円くらいの処

理にかかってしまうような箪笥とかいったものまでも処理できてしまうという、非常に排

出者にとっては都合の良い制度で、非常に良い制度だったのですが、水上地区、新治地区

まで及ぼすと非常に町に負担がかかってしまうという制度でございます。以上です。
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ほかにありませんか。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１２号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第１２号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

１番島崎栄一君。

（１番 島崎栄一君登壇）

今、安達議員の質疑で処理券の意味が分かってですね、それでそれを廃止１ 番（島崎栄一君）

するのはもったいないなと思いました。

なぜ、そうかと言いますと、私みなかみ町の布施に住んでいるんですけれども、その近

所のおばあさんからですね、一度質問、要望を受けたことがあって、それはどういう要望

かと言いますと、家にある粗大ゴミを捨てたいと、ゴミを集積所に持ってっても、持って

行ってくれないと どうすればいいのかっていうので アメニティに問合わせをしたら 粗。 、 、「

大ゴミについては自分で持ってきて下さい 」というふうに言われたということなのですけ。

れども、その人は高齢者ですし、独り暮らしで車も持ってないと 「どうやってアメニティ、

まで持って行けばいいんだい 」というふうな相談を受けまして、そら大変ですねというこ。

とで、どうなったかと言いますと、役場にその後「こういう人がいるんだけども何とかし

てくれませんか 」と問合わせをしたら、親切にですね、役場の人が取りに来てくれて、ア。

メニティに持ってって捨ててくれました。

そういう相談をしたり、いろいろする人はいいんですけれども、そういう自分から聞い

たり、はたらきかけたりしない人は、新治でも密かに困っていると思います。この処理券

という制度があれば、お年寄りが粗大ゴミを捨てたいときに、その券を使って捨てられる

のですから、大変便利だなと思いまして、これをどうすれば、今言ったおばあさんみたい

な人を助けられるかなと考えたのですけれども、この処理券なんかは、これだなと思いま

して、これ折角良い制度ですからこれを削るのはもったないなと思いました。

ということでこの削るという条例の改正ですか、これには反対したいと思います。

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１２号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

みなかみ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正議 長（増田宗利君） 議案第１２号、

を起立により採決いたします。する条例について

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（増田宗利君）

みなかみ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正するよって、議案第１２号、

は、可決されました。条例について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１８ 議案第１３号 みなかみ町手数料徴収条例の一部を改正する条例について

みなかみ町手数料徴収条例の一部を改正する条議 長（増田宗利君） 日程第１８、議案第１３号、

を議題といたします。例について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。
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（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案１３号についてご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

水上町手数料徴収条例の一部を次のように改正するもので、一般廃棄物に関する手数料

の表中の「処理券」と「処理券一枚当たり８０円」及び「処理券の交付時に徴収する」を

削り 指定袋 大 資源ゴミ用 指定袋一枚分排出量当たり４０円 と 指定袋 中 資、「 （ ）（ ） 」 「 （ ）（

源ゴミ用）指定袋一枚分排出量当たり２０円」を加え 「し尿投入料３６リットルにつき６、

０円」を加えるものであります。

よろしくご審議の上ご議決下さいますようにお願い申し上げます。

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより議案第１３号につい議 長（増田宗利君）

て、質疑に入ります。質疑はありませんか。

９番安達澄君。

（９番 安達 澄君登壇）

ゴミ処理の費用についてですが、ちょっとこれは調べれば良かったのです９ 番（安達 澄君）

けれども、月夜野の方は今まで役場に行って、住民の証明をいただければ、この自己搬入

をした場合にはタダだと伺っていましたが、そんなことはないのですか。

、 、 、私は やはり搬入した場合には 何らかのメリットがあっても良いと思っておりますが

その辺いかがでしょうか。

環境課長。議 長（増田宗利君）

（環境課長 阿部 正君登壇）

、 、 。環境課長 阿部 正君（ ） 今 言われた制度は 去年の４月からだと思いますが廃止されております

廃止されてしまったので、特にそういったメリットというものはございません。

メリットといえば、袋を買わなくてよくて、そんなに分別等もその場で指導してもらえ

るので、そういったメリット等がございますが、それ以外はございません。

ほかにありませんか。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１３号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第１３号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１３号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第１３号、 を採決いたしまみなかみ町手数料徴収条例の一部を改正する条例について

す。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第１３号、 は、原みなかみ町手数料徴収条例の一部を改正する条例について

案のとおり可決されました。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１９ 議案第１４号 みなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について

みなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改正議 長（増田宗利君） 日程第１９、議案第１４号、

を議題といたします。する条例について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第１４号について、ご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

回復の兆しがあるとはいえ、厳しい経済情勢の影響による売上げの減少等により、既存

債務の返済負担が重くなっている中小企業者への支援策として、群馬県では制度融資の借

換え制度を平成１７年度までに限定し実施してまいりましたが、引続き１８年度について

も継続することとしました。

小口資金融資制度については、県と連携しているところから、本条例の附則に３、４項

を追加し、平成１９年３月３１日までの間に融資申込みがあった場合に限り、借換えがで

きるものとする改正であります。

よろしくご審議のうえ、ご議決下さいますようにお願い申し上げます。

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより議案第１４号につい議 長（増田宗利君）

て、質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１４号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第１４号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１４号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第１４号、 を採決いみなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について

たします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

みなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例についてよって、議案第１４号、

は、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２０ 議案第１５号 みなかみ町大峰観光施設条例を廃止する条例について

みなかみ町大峰観光施設条例を廃止する条例に議 長（増田宗利君） 日程第２０、議案第１５号、

を議題といたします。ついて

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）
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朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第１５号について、ご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

大峰観光施設につきましては、主な施設としてハウスやバンガロー、テント張り敷地で

あり、キャンプ場として長年愛好者に親しまれてきましたが、施設の老朽化や他の施設へ

移行するなど近年利用者が減少している状況にあるため、やむを得ず宿泊関係を廃止する

ことといたしました。

しかし、大峰沼を中心とする大峰山一帯の自然の維持やハイキングコースとしての観光

資源の確保はこれからも続けていかなければなならないと考えております。

よろしくご審議の上ご議決下さいますようにお願い申し上げます。

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより議案第１５号につい議 長（増田宗利君）

て、質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１５号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第１５号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１５号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第１５号、 を採決いたします。みなかみ町大峰観光施設条例を廃止する条例について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第１５号、 は、原案のみなかみ町大峰観光施設条例を廃止する条例について

とおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

この際、休憩いたします。１３時０５分より再開いたします。議 長（増田宗利君）

（１２時０２分休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

（１３時０３分再開）

休憩前に引き続き会議を開きます。議 長（増田宗利君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２１ 議案第１６号 みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条例について

みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条議 長（増田宗利君） 日程第２１、議案第１６号、

を議題といたします。例について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。
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（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第１６号について、ご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

平成１７年１２月２日、公営住宅法施行例の一部を改正する政令及び公営住宅法施行規

則の一部を改正する省令が公布され、公営住宅の適正かつ合理的な管理を図る観点から、

単身での入居が可能な者の範囲の拡大、収入超過者に係る家賃制度の合理化等の改正が行

われたので、これに伴いみなかみ町営住宅管理条例入居資格の一部を改正するものであり

ます。

主な改正点は、住宅に困窮する低所得者に対し、単身入居及び入居収入基準の緩和が認

められる高齢者の年齢を「５０歳から６０歳以上」に引き上げられたこと、また、障害者

については、これまで単身障害者に限って単身入居が可能であったが、障害者の範囲を見

直し、新たに「精神傷害者」及び「知的障害者」においても単身入居が可能となります。

また、戦傷病者である精神障害者及び知的障害者についても、単身入居が可能となりま

す。この他、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定する被害者で

婦人相談所の一時保護または婦人保護施設の保護が終了した日から起算して５年を経過し

ていない者、裁判所がした退去命令または接近禁止命令の申し立てを行った者で、その効

力を生じた日から起算して５年を経過しない者のの単身入居が新たに可能とされたもので

あります。以上が概要であります。

よろしくご審議の上ご議決下さいますようにお願い申し上げます。

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより議案第１６号につい議 長（増田宗利君）

て、質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１６号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第１６号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１６号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第１６号、 を採決いたしまみなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条例について

す。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第１６号、 は、原みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条例について

案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２２ 議案第１７号 みなかみ町水道事業給水条例の一部を改正する条例について

みなかみ町水道事業給水条例の一部を改正する議 長（増田宗利君） 日程第２２、議案第１７号、

を議題といたします。条例について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）
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朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第１７号について、ご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

現在、水道料金の算定は、水上地区が隔月、月夜野・新治地区は毎月定例日に検針員が

検針して、使用水量を計算し算定していますが、財政事情が非常に厳しいことを考慮し、

経費削減を図るため、全町、隔月の定例日に使用水量を計算し、その月分及び前月分とし

て算定し、必要な場合には、毎月の定例日に算定することができるよう改正するものであ

ります。

なお、会計事務処理上、７月１日の施行といたします。以上が概要であります。

よろしくご審議の上ご議決下さいますようにお願い申し上げます。

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより議案第１７号につい議 長（増田宗利君）

て、質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１７号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第１７号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１７号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第１７号、 を採決いたしみなかみ町水道事業給水条例の一部を改正する条例について

ます。

本案は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第１７号、 は、みなかみ町水道事業給水条例の一部を改正する条例について

原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２３ 議案第１８号 みなかみ町立児童館条例の一部を改正する条例について

みなかみ町立児童館条例の一部を改正する条例議 長（増田宗利君） 日程第２３、議案第１８号、

を議題といたします。について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第１８号についてご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

みなかみ町立児童館条例の中で下牧児童館をこの３月末で廃止するものであります。

下牧児童館の閉鎖により､みなかみ町立児童館条例の項目より削除するものであります。

なお、４月より旧月夜野１中跡地に月夜野学童クラブとして開設いたします。
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以上が概要であります。

よろしくご審議の上ご議決下さいますようにお願い申し上げます。

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより議案第１８号につい議 長（増田宗利君）

て、質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１８号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第１８号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１８号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

、 。議案第１８号 を採決いたしますみなかみ町立児童館条例の一部を改正する条例について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第１８号、 は、原案みなかみ町立児童館条例の一部を改正する条例について

のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２４ 議案第１９号 みなかみ町通所介護事業所条例の一部を改正する条例について

議案第２０号 みなかみ町福祉センター条例の一部を改正する条例について

議案第２１号 みなかみ町農産物直売所条例の一部を改正する条例について

議案第２２号 みなかみ町大峰休養施設条例の一部を改正する条例について

議案第２３号 みなかみ町交流促進センター条例の一部を改正する条例について

議案第２４号 みなかみ町駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について

議案第２５号 みなかみ町営赤沢スキー場施設条例の一部を改正する条例について

議案第２６号 みなかみ町観光体育施設条例の一部を改正する条例について

議案第２７号 みなかみ町ふれあい交流館条例の一部を改正する条例について

議案第２８号 みなかみ町営温泉センター「三峰の湯」条例の一部を改正する

条例について

議案第２９号 みなかみ町ふれあい・やすらぎ温泉センター条例の一部を改正

する条例について

議案第３０号 みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例の一部を改正する条例について

議案第３１号 みなかみ町健康福祉施設「湯テルメ・谷川」条例の一部を改正

する条例について

議案第３２号 みなかみ町営国民休養施設条例の一部を改正する条例について

議案第３３号 みなかみ町奈良俣サービスセンター条例の一部を改正する条例

について

議案第３４号 みなかみ町相俣ダム周辺レクリエーション施設条例の一部を改正

する条例について
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議案第３５号 みなかみ町武尊青少年旅行村条例の一部を改正する条例について

議案第３６号 みなかみ町たくみの家条例の一部を改正する条例について

議案第３７号 みなかみ町須川宿資料館条例の一部を改正する条例について

議案第３８号 みなかみ町新治屋内運動場条例の一部を改正する条例について

議案第３９号 みなかみ町学童クラブ設置及び運営等に関する条例の一部を改正

する条例について

議案第４０号 みなかみ町永井宿郷土館条例の一部を改正する条例について

みなかみ町通所介護事業所条例の一部を改正す議 長（増田宗利君） 日程第２４、議案第１９号、

る条例について みなかみ町永井宿郷土館条例の一部を改正する条例にから、議案第４０号、

まで、以上２２件は、関連する議案でありますので一括議題といたします。ついて

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より一括して提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第１９号から議案第４０号まで、一括して提案理由のご説明を申し上町 長（鈴木和雄君）

げます。

平成１５年６月地方自治法が改正され、同年９月２日から施行されました。この施行に

ついては３年間の経過措置がもうけられておりましたが、本年９月にはこの経過措置の期

間も満了となります。指定管理者制度に移行するためには、指定管理者の指定の手続きに

関する条例の制定と、公の施設の設置条例の改正が必要になります。

手続き条例につきましては「みなかみ町公の施設における指定管理者の指定の手続きに

関する条例」を昨年１０月１日付で専決処分し、臨時議会においてご承認頂いたとおりで

ございます。

本議案は、公の施設設置条例の改正を行うものであり、内容といたしましては、指定管

理者制度ではなく、直営施設であるが法令に則するように委託部分を削除するための改正

として、議案第２６号及び議案第２８号を提案させて頂きました。その他の議案につきま

しては指定管理者制度に移行するものであります。

また、この改正に合わせ、議案第１９号では施設の名称の変更、施設利用料の変更も併

せて改正しております。施設の名称につきましては、現在施設の所在する大字名を使用し

ておりますが、通称の施設名と異なること、介護保険の通所介護施設として登録されてお

ります名称が通称の施設名であることから、通称名に変更するものであります。

施設利用料金の変更につきましては、平成１８年度介護保険制度の改正と介護報酬改定

に伴い、利用料金及び利用に係る介護報酬を別表のとおり改正するものであります。

議案第３９号では現在月夜野の町組区に学童クラブ施設を建設中でありますので、既存

の新巻、須川、猿ヶ京に月夜野学童クラブを加えて改正をするものであります。

指定管理者制度の内容でありますが、地方自治法第２４４条の２に規定する公の施設の

管理において、従来は自治体自ら管理するほか、地方公共団体が２分の１以上出資する法

人等政令に定められた法人のみが管理できることでありましたが、改正により法人等団体

であれば、民間でも管理ができることとなったことと、従来の業務委託制度は施設の管理
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業務のうち部分委託のみしかできないこととなったことであります。

指定管理者制度の目的は多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の

施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と、経費の削減等を図ること

でありますので、みなかみ町の公の施設１５９施設については調査を行い、本議会に２２

の条例で３８施設の改正を提案させて頂きました。今後も残り１２１施設につきまして、

方針が決まり次第条例改正をお願いしたいと考えております。

以上が概要であります。よろしくご審議の上ご議決下さいますようにお願い申し上げて

提案理由の説明といたします。

以上で、提案理由の説明が終了しました 。議 長（増田宗利君）

これより議案第１９号から議案第４０号まで一括して質疑に入ります。

質疑はありませんか。

１番島崎栄一君。

（１番 島崎栄一君登壇）

この指定管理者制度で管理者を公募とかするのではないかと思うのですけ１ 番（島崎栄一君）

れども、実際にそういうのをするのはいつ頃からでしょうか。

地域振興課長。議 長（増田宗利君）

（地域振興課長 林 昭君登壇）

公募の時期はいつかということでございますが、今回この公の施設の地域振興課長（林 昭君）

設置条例の改正を認めていただき、それから様々な調査に入りまして、管理の基準、業務

の範囲等も含めて、それをこれから公募にかけると、それで決まったところで再度、議会

にお諮りして、指定管理者の指定を行うということになります。

島崎栄一君。議 長（増田宗利君）

（１番 島崎栄一君登壇）

そうすれば、具体的に半年後ぐらいとか、そういうふうには決まっていな１ 番（島崎栄一君）

いと言うことですか。

地域振興課長。議 長（増田宗利君）

（地域振興課長 林 昭君登壇）

６月の定例議会までに公募が終わって、候補者の選定ができて、議会地域振興課長（林 昭君）

にお諮りできれば一番良いので、それを目指しているところですが、いろいろ調査等があ

りますと、その後に臨時議会をお願いをして、お願いをするというようなことになるやも

しれないというような状況でございます。

島崎栄一君。議 長（増田宗利君）

（１番 島崎栄一君登壇）

そうすると、６月ということは次ですから、結構急いでやらなくちゃいけ１ 番（島崎栄一君）

ないということなんでしょうか。

地域振興課長。議 長（増田宗利君）

（地域振興課長 林 昭君登壇）

平成１５年９月に施行されまして、３年間の経過措置があるというこ地域振興課長（林 昭君）

とでありますので、本年の９月２日で、この期間が切れます、それまでに移行するものは

しなければいけないということでございます。

９番安達澄君。議 長（増田宗利君）

（９番 安達 澄君登壇）
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この指定管理者制度の最後のところに使用料を利用料に変えるという変更９ 番（安達 澄君）

がありますね。それから、規定による利用料を指定管理者に収受させることができるとい

うところで、利用料で入ったものは、全部指定管理者の利益となるのかどうか、それは契

約によって、また、違ってくるのか、その辺ちょっと伺いたいのですけど。

地域振興課長。議 長（増田宗利君）

（地域振興課長 林 昭君登壇）

指定管理者制度の中に、使用料制と利用料制がございます。使用料制地域振興課長（林 昭君）

は、その施設を利用した人が払った使用料が、町の収入として、使用料として収入される

ものですが、利用料制につきましては、指定管理者の収入とすることができるということ

でございまして、そういう制度にした場合は、指定管理者の収入ということになります。

９番安達澄君。議 長（増田宗利君）

（９番 安達 澄君登壇）

収入が上がった場合には、それは全部指定管理者にということでなるわ９ 番（安達 澄君）

けですか。

議 長（増田宗利君） 地域振興課長。

（地域振興課長 林 昭君登壇）

民間のノウハウを活用し、住民サービスの向上とコストダウンという地域振興課長（林 昭君）

のが大きな目的でありまして、ある面、利用料制というのは、民間の住民サービスの向上

ですとか、利用者が増えるようにですね、そういった意味合いもございまして、利用料制

になると、指定管理者が努力したことによって、利用者も増える、尚かつそれでコストダ

ウンも図っていただくということになるので、一つの大きなインセンティブというんです

か、そういう面はあると思います。

９番安達澄君。議 長（増田宗利君）

（９番 安達 澄君登壇）

そうすると、条件はないということですか、契約内容によるということ９ 番（安達 澄君）

はないということですね。

地域振興課長。議 長（増田宗利君）

（地域振興課長 林 昭君登壇）

公募する際は、その辺の管理の基準、業務の範囲、こういったものを地域振興課長（林 昭君）

まず、明確にして公募等を行うわけですね。公募を行わない指定もございますけれども、

そういったものも、こういったことは、きちんと公にした中で指定をしていくということ

でございますので、今言ったように、まず、指定をしてどのくらい施設に維持するための

経費がかかるのかとか、そういったことに照らし合わせる中で場合によれば、管理費をお

支払いしない施設もあるでしょうし、管理費を支払う施設もあるということになろうと思

います。その中で利用料制を取れば、指定管理者が利用料をいただけると、そういうこと

も勘案する中で、委託費というのも算定されるということでございます。

ほかに質疑はありませんか。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第１９号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「
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次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第１９号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第１９号、 を採決いたみなかみ町通所介護事業所条例の一部を改正する条例について

します。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

、 、 、よって 議案第１９号 はみなかみ町通所介護事業所条例の一部を改正する条例について

原案のとおり可決されました。

これより議案第２０号について討論に入ります。議 長（増田宗利君）

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第２０号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第２０号、 を採決いたしまみなかみ町福祉センター条例の一部を改正する条例について

す。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第２０号、 は、原みなかみ町福祉センター条例の一部を改正する条例について

案のとおり可決されました。

これより議案第２１号について、討論に入ります。議 長（増田宗利君）

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第２１号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第２１号、 を採決いたしみなかみ町農産物直売所条例の一部を改正する条例について

ます。

本案は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第２１号、 は、みなかみ町農産物直売所条例の一部を改正する条例について

原案のとおり可決されました。

これより議案第２２号について、討論に入ります。議 長（増田宗利君）

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第２２号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）
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議案第２２号、 を採決いたしみなかみ町大峰休養施設条例の一部を改正する条例について

ます。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第２２号、 は、みなかみ町大峰休養施設条例の一部を改正する条例について

原案のとおり可決されました。

これより議案第２３号について、討論に入ります。議 長（増田宗利君）

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第２３号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第２３号、 を採決いたみなかみ町交流促進センター条例の一部を改正する条例について

します。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

、 、 、よって 議案第２３号 はみなかみ町交流促進センター条例の一部を改正する条例について

原案のとおり可決されました。

これより議案第２４号について、討論に入ります。議 長（増田宗利君）

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第２４号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

みなかみ町駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ議案第２４号、

を採決いたします。いて

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

みなかみ町駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正するよって、議案第２４号、

は、原案のとおり可決されました。条例について

これより議案第２５号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

９番安達澄君。

（９番 安達 澄君登壇）

このみなかみ町営赤沢スキー場に関しましては、指定管理者制度というこ９ 番（安達 澄君）

とになるとかなり収益を上げなければいけないということで請負う側、指定管理を受ける

側もかなり厳しい状況だと思いますので、これは町営として維持していただきたい、そう

いうふうに思っております。理由はですね、赤沢スキー場を利用する子供たちの運動能力

を維持していくために今回もスキーの検定に５０人もの方が応募するという日常的な身近
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にスキー場があることによって、新治地区の子供たちがスキーに関する関心と運動能力を

。高めているという点で何とか町営として残していただきたいという気持ちがあるからです

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第２５号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第２５号、 を起立にみなかみ町営赤沢スキー場施設条例の一部を改正する条例について

より採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（増田宗利君）

みなかみ町営赤沢スキー場施設条例の一部を改正する条例についてよって、議案第２５号、

は、可決されました。

これより議案第２６号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第２６号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第２６号、 を採決いたしみなかみ町観光体育施設条例の一部を改正する条例について

ます。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第２６号、 は、みなかみ町観光体育施設条例の一部を改正する条例について

原案のとおり可決されました。

これより議案第２７号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第２７号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第２７号、 を採決いたみなかみ町ふれあい交流館条例の一部を改正する条例について

します。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

、 、 、よって 議案第２７号 はみなかみ町ふれあい交流館条例の一部を改正する条例について

原案のとおり可決されました。

これより議案第２８号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「
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ありませんので、これにて議案第２８号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第２８号、 をみなかみ町営温泉センター「三峰の湯」条例の一部を改正する条例について

採決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

みなかみ町営温泉センター「三峰の湯」条例の一部を改正する条例によって、議案第２８号、

は、原案のとおり可決されました。ついて

これより議案第２９号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第２９号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

みなかみ町ふれあい・やすらぎ温泉センター条例の一部を改正する条例につい議案第２９号、

を採決いたします。て

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

みなかみ町ふれあい・やすらぎ温泉センター条例の一部を改正するよって、議案第２９号、

は、原案のとおり可決されました。条例について

これより議案第３０号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３０号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第３０号、 を採決みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例の一部を改正する条例について

いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例の一部を改正する条例についよって、議案第３０号、

は、原案のとおり可決されました。て

これより議案第３１号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３１号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

みなかみ町健康福祉施設「湯テルメ・谷川」条例の一部を改正する条例につい議案第３１号、

を採決いたします。て
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本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

みなかみ町健康福祉施設「湯テルメ・谷川」条例の一部を改正する条よって、議案第３１号、

は、原案のとおり可決されました。例について

これより議案第３２号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３２号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第３２号、 を採決いたみなかみ町営国民休養施設条例の一部を改正する条例について

します。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

、 、 、よって 議案第３２号 はみなかみ町営国民休養施設条例の一部を改正する条例について

原案のとおり可決されました。

これより議案第３３号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３３号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第３３号、 を採みなかみ町奈良俣サービスセンター条例の一部を改正する条例について

決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

みなかみ町奈良俣サービスセンター条例の一部を改正する条例につよって、議案第３３号、

は、原案のとおり可決されました。いて

これより議案第３４号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３４号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

みなかみ町相俣ダム周辺レクリエーション施設条例の一部を改正する条例につ議案第３４号、

を採決いたします。いて

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）
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みなかみ町相俣ダム周辺レクリエーション施設条例の一部を改正するよって、議案第３４号、

は、原案のとおり可決されました。条例について

これより議案第３５号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３５号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

みなかみ町武尊青少年旅行村条例の一部を改正する条例につ議 長（増田宗利君） 議案第３５号、

を採決いたします。いて

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

みなかみ町武尊青少年旅行村条例の一部を改正する条例についてよって、議案第３５号、

は、原案のとおり可決されました。

これより議案第３６号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３６号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

、 。議案第３６号 を採決いたしますみなかみ町たくみの家条例の一部を改正する条例について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第３６号、 は、原案みなかみ町たくみの家条例の一部を改正する条例について

のとおり可決されました。

これより議案第３７号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３７号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第３７号、 を採決いたしみなかみ町須川宿資料館条例の一部を改正する条例について

ます。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第３７号、 は、みなかみ町須川宿資料館条例の一部を改正する条例について

原案のとおり可決されました。

これより議案第３８号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。
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（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３８号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第３８号、 を採決いたみなかみ町新治屋内運動場条例の一部を改正する条例について

します。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

、 、 、よって 議案第３８号 はみなかみ町新治屋内運動場条例の一部を改正する条例について

原案のとおり可決されました。

これより議案第３９号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

４０番小崎洋一郎君。

（４０番 小崎洋一郎君登壇）

議案第３９号、みなかみ町学童クラブ設置及び運営等に関する条例の一４ ０ 番（小崎洋一郎君）

部改正に異議を発信するものであります。

学童クラブに指定管理者制度を導入することはいかがなものかと考えております。子供

たちの健全育成という観点に立ち、現時点では町直営で充実強化していくのが望ましいの

ではないか、そういう願望を申し上げまして反対討論とさせていただきます。

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３９号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

みなかみ町学童クラブ設置及び運営等に関する条例の一部を改正する条例に議案第３９号、

を、起立により採決いたします。ついて

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（増田宗利君）

みなかみ町学童クラブ設置及び運営等に関する条例の一部を改正すよって、議案第３９号、

は、可決されました。る条例について

これより議案第４０号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４０号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第４０号、 を採決いたしみなかみ町永井宿郷土館条例の一部を改正する条例について

ます。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第４０号、 は、みなかみ町永井宿郷土館条例の一部を改正する条例について
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原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２５ 議案第４１号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について

群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する議 長（増田宗利君） 日程第２５、議案第４１号、

を議題といたします。協議について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第４１号について、ご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

この協議は、群馬県市町村総合事務組合規約の一部を改正するもので、改正の内容は、

本組合の組織団体である小野上村、中之条町、吾妻郡東村及び吾妻町で組織されておりま

す烏帽子山植林町村組合の名称が、平成 から同組合の組織団体が、渋川市、１８年２月２０日

中之条町、吾妻郡東村及び吾妻町に組織変更され、その名称が烏帽子山植林組合と変更さ

れるため、組織団体及び事務を共同処理する団体を規定する別表一及び別表二を改正する

ものであります。

群馬県市町村総合事務組合から協議がありましたので、地方自治法第２８６条第１項及

び第２９０条の規定により議会の議決をお願いするものであります。

以上が概要であります。

よろしくご審議の上ご議決下さいますようにお願い申し上げます。

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより議案第４１号につい議 長（増田宗利君）

て、質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４１号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第４１号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４１号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第４１号、 を採決いたし群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について

ます。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第４１号、 は、群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について

原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２６ 議案第４２号 利根沼田広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する

協議について
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利根沼田広域市町村圏振興整備組合の規約変議 長（増田宗利君） 日程第２６、議案第４２号、

を議題といたします。更に関する協議について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第４２号について、ご説明申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

今回の規約改正は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合第３条に規定する協同処理する

事務に、障害者自立支援法に基づき 「障害程度区分認定審査会の設置及び運営に関する事、

務」を追加するものであります。

規約第５条の議員定数については、平成１３年１０月１日より定数を２２名と定めまし

たが、みなかみ町の議会議員の特例期間が満了する平成１８年５月１日より議員選出の方

法を各市町村の議長職と市町村人口数を２万人規模で除した整数を加えるものとし、その

結果、沼田市３名、片品村１名、川場村１名、昭和村１名、みなかみ町２名とする計８名

の体制とする合意によるものであります。

また、規約第７条の理事会組織においては、副理事長２名体制から１名に減じることと

なりましたことから改正するものであります。

つきましては、地方自治法第２９０条の規定により、利根沼田広域市町村圏振興整備組

合の規約変更に関する協議についての議決依頼がありましたので、原案のとおりご決定下

さいますようにお願い申し上げて、提案理由の説明といたします。

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより議案第４２号につい議 長（増田宗利君）

て、質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４２号の質疑を終結いたします。議 長（増田宗利君）

これより議案第４２号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

４２番大坪進君。

（４２番 大坪 進君登壇）

議案４２号、利根沼田広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議４ ２ 番（大坪 進君）

について反対の立場で討論いたします。

反対理由は、第５条中、広域圏の議員定数を削減することについてであります。全体の

定数２２人を８人に減らし、みなかみ町の定数は３分の１の６人から２人するというもの

で、広域圏の事業運営の内容を見えにくくし、一部の役員に特権を与えるもので、町民の

目線から考えれば、広域圏振興整備組合の事業運営を遠いものとすることは明らかです。

三位一体改革が進められ、地方自治体の機能強化、さらには広域圏の民主的運営は町民

から強く叫ばれています。議員定数の削減は、今日の情勢に逆行するものであり反対であ

ります。議員各位の賛同をお願いして反対討論といたします。

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４２号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第４２号、 を起利根沼田広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議について
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立により採決いたします。

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（増田宗利君）

利根沼田広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議につよって、議案第４２号、

は、可決されました。いて

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

この際休憩いたします。１４時１５分より再開いたします。議 長（増田宗利君）

（１４時０１分休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

（１４時１６分再開）

休憩前に引き続き会議を再開いたします。議 長（増田宗利君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２７ 認定第１号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町一般会計決算認定について

認定第２号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町国民健康保険特別会計決算

認定について

認定第３号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町老人保健特別会計決算認定

について

認定第４号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町介護保険特別会計決算認定

について

認定第５号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町簡易水道特別会計決算認定

について

認定第６号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町下水道特別会計決算認定に

ついて

認定第７号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町水道事業会計決算認定について

認定第８号 平成１７年度群馬県利根郡月夜野町利根沼田広域観光センター

特別会計決算認定について

日程第２８ 認定第９号 平成１７年度群馬県利根郡水上町一般会計決算認定について

認定第１０号 平成１７年度群馬県利根郡水上町国民健康保険特別会計決算認

定について

認定第１１号 平成１７年度群馬県利根郡水上町老人保健特別会計決算認定

について

認定第１２号 平成１７年度群馬県利根郡水上町介護保険特別会計決算認定

について

認定第１３号 平成１７年度群馬県利根郡水上町下水道事業費特別会計決算認

定について

認定第１４号 平成１７年度群馬県利根郡水上町水道事業会計決算認定について

日程第２９ 認定第１５号 平成１７年度群馬県利根郡新治村一般会計決算認定について

認定第１６号 平成１７年度群馬県利根郡新治村自家用有償バス事業特別会計

決算認定について
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認定第１７号 平成１７年度群馬県利根郡新治村国民健康保険特別会計決算認

定について

認定第１８号 平成１７年度群馬県利根郡新治村老人保健特別会計決算認定に

ついて

認定第１９号 平成１７年度群馬県利根郡新治村介護保険特別会計決算認定に

ついて

認定第２０号 平成１７年度群馬県利根郡新治村スキー場事業特別会計決算認

定について

認定第２２号 平成１７年度群馬県利根郡新治村温泉事業特別会計決算認定に

ついて

認定第２２号 平成１７年度群馬県利根郡新治村簡易水道事業特別会計決算認

定について

認定第２３号 平成１７年度群馬県利根郡新治村下水道事業特別会計決算認定

について

日程第３０ 認定第２４号 平成１７年度水上月夜野新治衛生施設組合一般会計決算認定に

ついて

平成１７年度群馬県利根郡月夜野町一般会計決算議 長（増田宗利君） 日程第２７、認定第１号、

認定について 平成１７年度水上月夜野新治衛生施設組合から、日程第３０、認定第２４号、

まで、以上２４件は、関連する議案でありますので一括議題とい一般会計決算認定について

たします。

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より一括して提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

認定第１号から認定２４号まで一括してご説明させていただきます。町 長（鈴木和雄君）

まず、 、平成１７年度群馬県利根郡月夜野町一般会計決算認定についてご説認定第１号

明申し上げます。

この１７年度決算は、町村合併により９月末までの半年間の決算となっております。

, , , ,平成１７年度歳入合計は３３億５ ３８８万８ ７５１円 歳出合計は３２億２ ７４８万６、

２０４円となり、歳入歳出差引額は、１億２ ６４０万２ ５４７円となりました。, ,
歳入では、予算現額に対する収入率は５５ ７％でありまして、歳入の主なものとしまし.

, , . ,ては 町税が５億９ ４６５万２ ３２３円で収入構成割合１７ ７％ 地方交付税が１６億４、 、

１５０万２千円で収入構成割合は４８ ９％を占めております。.
繰入金は、基金繰入金が６億５ １０６万９千円で収入構成割合が１９ ４％、分担金及び, .

負担金が１億６ １９８万２ ７５４円で収入構成割合４．８％となっており、町村合併に伴, ,
う電算システム整備、庁舎改修の水上町、新治村からの負担金１億１ ９８０万６千円が歳,
入とされております。

歳出では、予算現額に対する執行率は５３ ６％であります。主な歳出につきましては、.
総務費が５億６ １６８万７ ５１２円で支出割合が１７ ４％であり、町村合併に伴う経費と, , .
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しての合併対策費１億９ ６０７万６ ６０１円が支出されております。民生費は３億５ ６０, , ,
８万９ ６２７円で支出割合は１１％となり、老人保健特別会計繰出金７千万円、介護保険,
特別会計繰出金４ ５１７万８千円が支出されております。衛生費は２億９ ２３５万７ ２５, , ,
８円で支出割合は９％となり、国民健康保険特別会計繰出金４ ００７万１千円、簡易水道,
特別会計繰出金４００万円、水道事業会計繰出金１００万円が支出されております。

農林水産業費は、８ １０２万６ ２１９円で支出割合２ ５％、土木費は２億３ ９３８万, , . ,
３ ７３５円で支出割合が７．４％となり、下水道特別会計繰出金１億４千万円が支出され,

。 、ております 教育費におきましては７億４９０万１ １２９円で支出割合は２１ ８％となり, .
高等学校費で利根商業高校への地方交付税分負担金４億３ ８６０万円が支出されておりま,
す。公債費は元金、利子合わせて３億８ ９３８万９１円であり、支出割合は１２．１％と,

。 、 ． 、なっております 諸支出金は ４億１ ４９９万９ ０８９円で支出割合は１２ ９％であり, ,
土地開発基金の土地を町の普通財産に所管替えするために歳入による土地開発基金繰入金

と同額の４億１ ３０６万９千円の支出がなされております。,
長期に続いた景気の低迷による経済状況の中で、新規の事業は、町村合併に必要なもの

の他は抑制し、行事の見直しや経常経費の節減に努めました。９月末におきまして、実質

収支１億２ ６４０万２ ５４７円及び、基金残高５億１ ６８２万１ ２２０円を新町に引き, , , ,
継ぎました。

次に、 、平成１７年度群馬県利根郡月夜野町国民健康保険特別会計決算認定認定第２号

についてご説明申し上げます。

国においては、将来にわたり国民皆保険制度を堅持するための改革が進められていると

ころであります。本町では、国民健康保険事業の推進、医療費の適正化などに取り組んで

まいりました。保険事業につきましては、大部分が保険給付費であり、歳出総額の６３％

を占めております。歳入総額４億２，９８８万５，９６５円、歳出総額４億２，８８３万

３，３６３円、繰越金１０５万２，６０２円で決算をされました。

次に、 、平成１７年度群馬県利根郡月夜野町老人保健特別会計決算認定につ認定第３号

いてご説明申し上げます。

国において、今後予想される老人医療費の増大に対応するため、医療保険制度全般にわ

たる改革が進められているところであります。本町では、医療費適正化対策等の推進、健

全な事業運営に取り組んでまいりました。

前年度末で見ますと、月夜野町で老人医療支給対象者では、２．１％の減少を示し、医

療諸費では５億２，７０８万６，８６１円でありました。歳入総額５億６，９０３万１，

２２５円、歳出総額５億２，９５６万２８２円、繰越金が３，９４７万９４３円で決算さ

れました。

次に 、平成１７年度群馬県利根郡月夜野町介護保険特別会計決算認定につい認定第４号

て、ご説明申し上げます。高齢化に伴う様々な介護問題を社会全体の問題として捉え、保

険料と公費負担を財源に介護サービスを提供するという社会保険方式による介護保険が、

平成１２年度からスタートして６年が経過しました。平成１７年度は、第２期対策期間の

最終年にあたりますが、１０月に町村合併したことから、９月末までの半年間の決算報告

になります。月夜野町の平成１７年度事業は、歳入総額３億１２８万１，７０２円、歳出

総額２億８，０３１万４，２５８円、差引額２０９６万７４４４円で決算されました。

次に 、平成１７年度群馬県利根郡月夜野町簡易水道事業特別会計決算認定に認定第５号

ついてご説明申し上げます。
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月夜野町の簡易水道事業は簡易水道２ヶ所、小水道３ヶ所を管理運営しております。給

水人口は１，５９５人となっており、給水区域内の普及率は１００％であります。

本会計の歳入決算額は、２，３９１万２，７８４円、歳出決算額２，１９９万４，１９

９円で歳入歳出差引額は１９１万８，５８５円となりました。

それでは、歳入面から順をおって申し上げます。

１款使用料１，６２１万５，６８０円は水道料金及びメーター器使用料であります。６款

繰越金３６６万８，３５９円は前年度繰越金であり、７款繰入金４００万円は一般会計か

らの繰入金であります。

次に歳出の主なものを申し上げますと、１款維持管理費１１節需用費２８０万６，４１

３円は施設電気料、施設修繕料が主なものであり、１２節役務費２６６万５，８９４円は

水質検査手数料等であります。１３節委託料１６６万３，３００円は水道施設管理委託が

主なもので、２７節公課費１１４万４，０００円は前年度決算による消費税納付分であり

ます。

次に３款公債費６８１万２，０８４円は起債元金及び利子の償還金であります。

次に 、平成１７年度群馬県利根郡月夜野町下水道事業特別会計決算認定につ認定第６号

いてご説明申し上げます。平成１７年９月末の整備面積は、１７８ヘクタールとなってお

り、認可面積に対する整備率は５２．２％であります。下水道接続可能戸数２，０４１戸

で、１，７３１戸の方が利用しております。

今後も公共用水域の水質保全と生活環境上の面から下水道の果たす役割は益々重要とな

り、早期完成に向けて努力しているところであります。

決算状況の歳入から申し上げますと、下水道使用料、受益者負担金、一般会計からの繰

入金が主なものであり、歳入合計１億９，６０４万６４６円となっております。

歳出については、維持管理費４，３５０万３，３７２円の支出となっておりますが、主

なものは流域下水道奥利根処理区の維持管理費、汚水の処理費としての負担金３，５０７

万４千円、工事費の管渠の補修などで１５０万６，７５０円が支出されております。

また、施設費では総額３，５２３万１，０６３円が支出されており、設計委託料１件の

他、工事費で国庫補助事業１件、単独事業４件、併せて２，５８７万６，５００円、その

他では流域下水道の建設負担金として１５８万円が主な支出であります。

公債費の支出は、起債償還元金、利子併せて９，９７３万４９５円となっており、歳出

合計は１億７，８４６万４，９３０円となっております。

次に 、平成１７年度群馬県利根郡月夜野町水道事業特別会計決算認定につい認定第７号

てご説明申し上げます。月夜野町水道事業の給水戸数は２，７９９戸で前年度に比べ１５

戸の減少となっており、給水人口は９，４９２人となっております。有収水量は半年間の

， 。 ， ， 、集計で５１１ ３３８トンであります 収益的収支は事業収益７ １３６万４ ８０９円

事業費用７，４３０万２，４７９円で差引２９３万７，６７０円が当年度の純欠損となり

ました。

次に、資本的収支について申し上げますが、収入０円で、支出２，７８７万５４０円と

なり、差引２，７８７万５４０円が不足額になります。この不足額は、過年度損益勘定留

保資金と当年度消費税資本的収支調整額で補填をいたしました。

、 、 、 、次に 主な事業でありますが 深沢地内配水管布設替工事 下牧地内配水管布設替工事

その他給水工事７件を実施しております。水道事業におきましては、維持管理の充実と安

定した給水ができるように努力をいたしております。
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次に 、平成１７年度群馬県利根郡月夜野町利根沼田広域観光センター特別会認定第８号

計決算認定について、ご説明を申し上げます。

本会計は、観光センターの運営に伴う維持管理費が主なものでありますが、観光産業全

体が厳しい中、各テナントも経営的に大変な時期を迎えておりますので、できる限り維持

管理経費の節減に努めてまいりました。

、 ， 、 ，平成１７年度においては 歳入総額６６３万９ ２７７円に対し 歳出総額３３８万３

９１５円であり、実質収支額は３２５万５，３６２円となり、同額を合併前町村歳計剰余

金とし新町へ引き継ぐこととなります。

以上が認定第１号から認定第８号までの説明であります。

つづきまして、認定第９号から認定第１４号まで一括ご説明申し上げます。

まず、 、平成１７年度群馬県利根郡水上町一般会計決算認定について申し上認定第９号

げます。平成１７年度歳入総額は１７億５ ０６１万１ １００円、歳出総額は１８億４３７, ,
万２ ２９６円となり、歳入歳出差引額はマイナス５ ３７６万１ １９６円となりました。こ, , ,
れは合併事由により生じた債務であり、このため一時借入金１億５千万円を充用いたしま

した。

歳入における収入割合としては、予算現額に対し４３．７％、調定現額に対し４７．６

％であります。

歳入の主なものといたしましては、町税が１１億５ ４７６万１ ６６９円で収入構成割合, ,
の６６％を占め、予算現額に対して５４．９％、調定現額に対して３８％の収入割合であ

。 、 ．ります その他の収入といたしまして 繰入金１億９ ５８７万５ ２８５円で構成割合１１, ,
２ 、繰越金１億７万７ ３１３円、構成割合５．７ 、地方交付税８ ２８５万８千円、構% , % ,
成割合４．７ 、使用料及び手数料４ ６８９万３ ３１６円で構成割合２．７ 、地方消費% , , %

, % ,税交付金３ ９６４万７千円で２．３ 等であります。なお、町税の収入未済額は１８億８

４７１万９ １２１円であります。,
次に、歳出でありますが予算現額に対する支出割合は４５％でございます。主な歳出に

つきましては、民生費３億１ ６９７万７ ７６４円、構成割合１７．６ 、各特別会計繰出, , %
金１億９３３万９千円、３箇所の保育園運営費６ ９１３万８ ２１９円等でございます。, ,

総務費３億１３６万３１６円で構成割合１６．７ 、合併協議会負担金６ ５４７万２千% ,
, , , ,円、職員退職手当負担金４ ８３０万５ ３９７円、町税・戸籍等電算委託料１ ０９３万２

５３３円等であります。

公債費２億６ ３３９万３ １２４円で構成割合１４．５ 、衛生費２億３ ２７８万２ ７０, , % , ,
５円で構成割合１２．９ 、衛生組合負担金１億７ ７９４万４千円等でございます。土木% ,
費２億３ １４５万９ ８０９円で構成割合１２．８ 、下水道事業繰出金１億５千万円等で, , %

, , % ,ございます。教育費１億５ ００６万１ ４１８円で構成割合８．３ 、小学校３校運営費２

００３万７ ３２２円、中学校２校の運営費が１ ４３９万９ １９８円等であります。, , ,
９月末におきまして、実質収支マイナスの５，３７６万１，１９６円及び基金残高１，

００５万３，６４６円を新町に引き継ぎました。

、平成１７年度群馬県利根郡水上町国民健康保険特別会計決算認定につい認定第１０号

て申し上げます。歳入総額は３億１ ４０９万４ ８２７円、歳出総額は３億２１３万１ ４７, , ,
１円で実質収支は１ １９６万３ ３５６円となりました。, ,

歳入の主なものといたしましては、国民健康保険税９ ９６４万６ ３１６円、構成割合３, ,
１．７ 、国庫支出金７ ４１９万３ ０００円で構成割合２３．６ 、繰越金が５ ２１３万% , , % ,
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９ ６５１円で構成割合１６．６ 、療養給付費交付金４ １６２万３ ０００円で構成割合１, % , ,
３．３ 、繰入金が４ ０４２万９ ０００円で構成割合１２．９ 等でございます。% , , %

歳出の主なものといたしましては、保険給付費２億４３６万２ ６４４円構成割合６７．,
６ 、医療費は、一般被保険者や高額医療費の低下により減少傾向に転じてきております。%

老人保健拠出金５ ９３０万８ １２９円構成割合１９．６ 、これは制度改正等によりこ, , %
こ数年減少傾向であります。介護納付金２ ４１７万９ ７７８円で構成割合８．０ 、総務, , %
費５１０万５ ５１３円で構成割合１．７ 等であります。, %

、平成１７年度群馬県利根郡水上町老人保健特別会計決算認定について申認定第１１号

し上げます。

、 、歳入総額は３億２ ４５７万３ ０８１円 歳出総額は３億１ ９９４万７ ５８４円であり, , , ,
実質収支額は４６２万５ ４９７円となりました。歳入の主なものといたしまして、支払基,
金交付金１億６ ０４７万１ ９８０円で構成割合４９．４ 、国庫支出金７ ８９１万６ ００, , % , ,
０円で構成割合２４．３ 、繰入金４ ３９１万円で同１３．５ 、繰越金２ １１２万１ ０% , % , ,
５３円で同６．５ 等でございます。%

, % ,歳出といたしましては、医療諸費３億８５万３ ４９２円構成割合が９４ 、諸支出金１

８０６万１ ５００円同５．６ 、これは制度改正等により医療費が減少傾向にあり繰越金, %
が多額となり、一般会計に戻入金１ ８００万円が含まれます。総務費１０３万円構成割合,
０．３ であります。%

次に 号、平成１７年度群馬県利根郡水上町介護保険特別会計決算認定につい認定第１２

て申し上げます。歳入総額は２億１ ２３１万５ ４２９円、歳出総額は２億１３５万４ ２３, , ,
４円であり、実質収支額は１ ０９６万１ １９５円となりました。, ,

歳入の主なものといたしまして、支払基金交付金６ ２１９万６ ０００円構成割合２９．, ,
３ 、国庫支出金５ ８３０万９ ０００円同２７．５ 、保険料３ ６１５万５ ７００円同１% , , % , ,
７．０ 、繰入金２ ５００万円で同１１．８ 、県支出金２ ２８２万５ ０００円同１０．% , % , ,
８ 等でございます。%

、 ．歳出の主なものといたしましては 保険給付費１億９ １２８万１ ３９３円構成割合９５, ,
、 ． 、 ． 、０ 総務費５７１万３ ２４２円同２ ８ 基金積立金２６４万１ ３３９円同１ ３% , % , %

これは介護納付費に充てた保険料剰余分を準備基金へ積み立てた費用であります。諸支出

金１７１万８ ２６０円構成割合０．９ 、これは一般会計繰出金６５万１ １８６円が含ま, % ,
れております。

次に 、平成１７年度群馬県利根郡水上町下水道事業費特別会計決算認定に認定第１３号

ついて申し上げます。歳入総額は２億２ ６４６万４ ８５５円、歳出総額は２億１ ２５８万, , ,
２ ７９８円であり、実質収支額は１ ３８８万２ ０５７円となりました。, , ,

歳入の主なものといたしましては、繰入金１億５ ６７０万円構成割合６９．２ 、町債, %
６ ２００万円同２７．４ 、使用料及び手数料４１９万２ ７０２円同１．９ 、繰越金２, % , %
６５万６ ３１０円同１．２ 等であります。, %

歳出といたしましては、公債費１億２ ４２６万６ ７０５円構成割合５８．４ 、下水道, , %
事業費５ ６４９万３ ９８９円同２６．６ 、流域下水道負担金４ ４３７万４千円と阿能川, , % ,
管路工事等を実施いたしました。総務費３ １８２万２ １０４円構成割合１５ でありまし, , %
た。 次に 、平成１７年度群馬県利根郡水上町水道事業会計決算認定につい認定第１４号

て申し上げます。収益的収入は６ ５１５万３ ７８０円となり、主なものは水道使用料であ, ,
, , , ,ります。営業収益は６ ３０１万１ ３９３円となりました。収益的支出では６ ７９１万５
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２６２円となっており、主なものは人件費・動力費等であり損失となりました。また、前

年度繰越欠損金５０６万８ ２９４円を加えた当年度欠損金は２億３ ６１８万２ ６５１円に, , ,
なりました。一方、資本的収入は０円、資本的支出では、大穴簡水浄水場整備や川上地区

老朽管布設替、企業債償還費で１ ８３０万７ ３８９円でありました。, ,
、 、 、次に認定第１５号 平成１７年度新治村一般会計決算認定についてから 認定第２３号

平成１７年度新治村下水道事業特別会計決算認定についてまで一括してご説明申し上げま

す。

まず、 、平成１７年度新治村一般会計決算認定についてご説明申し上げま認定第１５号

す。

， ， 、 ，本会計の歳入決算額は２５億５ ９１０万５ ０７５円であり 歳出決算額は２２億３

８１９万２７７円となりました。

それでは歳入から順次、ご説明申し上げます。まず、村税でありますが、個人住民税は

税制改正等により調停額が４．５％の増、固定資産税は、償却資産の減価償却分が調停額

で４．９％減となり、他の税はほぼ前年と同様の状況でありました。

次に地方交付税は普通交付税ベースで１３億４，４６３万４，０００円の決算額であり

ましたが、決算後における現在の決定額は１８億５２８万９千円であり、前年に比較しま

すと２，４５４万１千円の増額となっております。増額の要因は、三位一体の改革により

老人ホーム等保護措置負担金など一般財源化の影響でありました。

分担金負担金は、高畠牧場閉場による運営経費等の負担金として前橋市より１億８千万

円の歳入がありました。

次に歳出について申し上げます。住民の行政に対する要望は、多様化と共に増加の一途

をたどっておりますが、限られた財源を効率よく活用し、初期の目的を達成することが肝

要であり、併せて健全財政を堅持しつつ、村民がゆとりと豊かさを実感できる村づくりの

実現に向けて、各種事業に取り組んでまいりました。

、歳出の各款の説明につきましては決算書備考欄及び業務報告書に記載してありますので

それぞれの款において、執行した主な事業についてご説明申し上げます。

まず、２款総務費でありますが、１目一般管理費で町村合併に伴い新治村役場庁舎の改

修を行い、２階、３階にありました事務室と図書室を１階フロアに移設して、村民へのサ

ービス向上を図りました。５目企画費では、相俣ダム周辺整備事業により相生館跡地を購

入いたしました。４項選挙費では、衆議院議員選挙と農業委員会選挙があり農業委員会選

挙は無投票となりました。

次に、民生費について申し上げます。１項１目社会福祉総務費では、新治村社会福祉協

議会をはじめ各種団体への助成を行いました。３目老人福祉費では、生きがいと健康づく

りの推進として、高齢者能力活用センター運営事業の推進、老人クラブ活動の育成、敬老

祝金の支給等を実施いたしました。また、在宅福祉関係ではホームヘルプ事業、老人保護

措置、デイサービス事業等を実施いたしました。４款衛生費では、村民の健康管理のため

の基本検診を始め、各種検診を行いました。また、合併浄化槽の設置推進に努め７基分の

補助を行いました。

次に６款農林水産業費について申し上げます。１項農業費につきましては、フルーツ公

、 。園設置事業 堆肥センター管理事業など農業振興施設への事業委託及び補助を行いました

３項農地費では、県営事業、団体営事業において、ほ場整備の面工事はほぼ完了し、４月

には須川川大橋、７月には合瀬大橋が完成し、それぞれ開通の運びとなりました。１３款
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２項普通財産取得費において、赤谷湖ドライブイン跡地、福祉施設用地を取得いたしまし

た。その他の款については、例年同様の前期分の支出を行い特出したものは、ございませ

んでした。

９月末におきまして、実質収支３億２，０９１万４，７９８円及び基金残額１５億５，

８０８万８，０７０円を新町に引き継ぎました。以上が一般会計決算の概要であります。

次に、 、平成１７年度新治村営自家用有償バス事業について、ご説明申し認定第１６号

上げます。

ご存知のように、本バス路線は猿ヶ京温泉と法師温泉を結ぶ路線でありますが、その乗

客のほとんどは、法師温泉のお客が利用しております。昨年の４月から９月までの決算状

況を見ますと 『愛・地球博』の影響からか若干利用者が落ち込んでおります。本会計の歳、

、 ， 、 、 ，入決算額は ２５７万２ １９４円で その内の大半を占めるバス使用料は １５１万１

４０１円で前年度と比較して５０万円ほどマイナスとなりました。

次に、歳出決算額は１８２万２６円でありましたが、支出の主なものとしては、運転業

務委託料と需用費の燃料費、修理代等であります。本バス事業会計は、数年堅調に推移し

ておりますが、今後も概ね健全な事業運営ができるものと見込んでおります。

以上が、バス会計の決算概要であります。

次に、 、平成１７年度新治村国民健康保険特別会計決算認定について申し認定第１７号

上げます。

本会計の決算は、歳入総額３億３，００６万１，６７３円で、歳出総額では３億１，３

２５万５，３９５円であり、歳入歳出差引１，６８０万６，２７８円となりました。

まず、歳入についてご説明申し上げます。１款国民健康保険税は、１億５５６万５，０

６１円で、その内一般医療給付費分は、８，４５２万６，０６１円であります。

２款国庫支出金は８，３８６万４，０００円で、そのほとんどが診療費に対する負担金

であります。３款療養給付費交付金は３，３８１万７，０００円で退職者医療分に対する

交付金であります。４款県支出金は、１０１万３，０００円で高額医療費共同事業負担金

であります。５款共同事業交付金は、国保団体連合会からの交付金であり、１件当たり７

万５千点以上の診療報酬請求に対する交付金で５５７万７，９１５円でありました。

７款繰入金の一般会計繰入金は、３，１７２万円で、その内訳は、国保税軽減分２，６

００万円、出産育児一時金分３３２万円、福祉医療実施に伴う国庫負担金削減分２４０万

円であります。

次に歳出についてご説明申し上げます。１款総務費の一般管理費は、２２１万９，６６

３円で、そのほとんどは国保事業の運営に必要な電算委託料等であります。

２款保険給付費は、２億１，７９２万８，６８３円で高額療養費分は２，４５４万９，９

４６円、出産育児一時金分は４件で１２０万円、葬祭費分は２４件で１２０万円の支出が

ありました。３款老人保健拠出金は、６，０３６万６５２円で社会保険診療報酬支払基金

からの請求により支出しました。

４款介護納付金は、介護保険に関する納付金として社会保険診療報酬支払基金に支払う

ものでありますが、２，７２５万９，２３９円の支出でありました。５款共同事業拠出金

は、高額医療費の共同拠出金として国保団体連合会に支払うのものであり、４０６万７，

０１１円の支出でありました。６款保健事業費では、健康予防事業費が９８万６，３９６

、 、 ， 。円で その内 人間ドック実施に対する助成金として６０万７ ４５９円を支出しました

以上が国民健康保険特別会計であります。
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次に、 、平成１７年度新治村老人保健特別会計決算認定についてご説明申認定第１８号

し上げます。

本会計の決算額は、歳入総額４億１，２４３万４，６７２円で、歳出総額は、３億４，

７２６万７３５円となり、歳入歳出差引６，５１７万３，９３７円となりました。

老人保健特別会計の歳入につきましては、平成１７年１０月までは歳出の医療諸費に対

しての、負担割合で支払基金交付金が５８％、国庫支出金が２８％、県支出金が７％、村

負担金が７％と定められております。支払基金交付金及び国庫支出金並びに県支出金は、

概算交付のため精算は翌年度になります。

、 。 、 ， ，まず 歳入についてご説明申し上げます １款支払基金交付金は １億９ ３００万９

４７６円で審査支払手数料交付金１１９万５，３３１円が含まれております。 ２款国庫支

出金は、１億１，４３８万９，０００円で、３款県支出金は、２，９２１万４，０００円

でありました。４款繰入金は、村負担金に当たるもので３，３３０万円でありました。

次に、歳出について申し上げます。１款総務費は、１９８万３，５６６円で主な支出は

臨時職員賃金、審査手数料、電算委託料等であります。２款医療諸費は３億４，５２７万

７，１６９円で、歳出総額の９９．４％を占めております。現在、老人保健制度は、一部

改正が予定されており、平成１８年１０月から実施される見込みであります。

以上が老人保健特別会計の決算概要であります。

次に、 、平成１７年度新治村介護保険特別会計決算認定についてご説明申認定第１９号

し上げます。

本会計の決算額は、歳入総額２億１，３８２万６，２２８円で、歳出総額が１億５，８

４９万９，８６６円となり、歳入歳出差引５，５３２万６，３６２円となりました。

まず、歳入についてご説明申し上げます。１款保険料は、３，４９３万７，５００円で

あります。また、被保険者１人当たりの納入保険料は１万５，７０２円となっています。

２款国庫支出金は、５，１１４万３，０００円であり、介護給付費負担金及び調整交付金

の補助金であります。４款県支出金は、２，０２０万円であります。６款繰入金は、一般

会計からの繰入金で５，３１０万２，０００円であります。

次に、歳出について申し上げます。１款総務費は４７５万３，２３４円でありました。

２款保険給付費は、１億５，２４７万３７１円で、４月から９月の費用額であり要介護者

及び要支援者延べ総数２，２４６人分の９割負担分と支援費等であります。

６款諸支出金は１２６万６，８１２円であり、平成１６年度分支払基金交付金償還金で

あります。

介護保険制度発足以来６年が経過し、本年度は、介護保険料及び介護保険計画の見直し

がなされます。以上が介護保険特別会計の決算概要であります。

次に、 、平成１７年度新治村営スキー場事業特別会計についてご説明申し認定第２０号

上げます。

本会計につきましては、営業開始が１２月中旬でありシーズン前の準備期間中の決算と

なっております。本会計の歳入決算額は、５１４万９，１４１円で、歳出決算額では、１

８７万３，６７８円となりました。

はじめに歳入について、ご説明申し上げます。

主な歳入は、前年度繰越金１１４万８，６２３円と一般会計からの繰入金が４００万円

であります。次に、歳出の主なものを申し上げます。事業費の燃料費、光熱水費などの需

用費が７４万９，７６０円、営業協会負担金等が３３万５００円、消費税が３６万８，７
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００円で、その他は、電話料等の役務費、電気保安業務委託料及び公用車等借上げ料であ

ります。以上が新治村スキー場事業特別会計の決算概要であります。

次に、 、平成１７年度新治村温泉事業特別会計について、ご説明申し上げま認定第２１号

す。

最初に、１７年度の温泉の状況ですが、村有１号泉の汲み上げ量、毎分３５０リットル

と、湯島湯元泉から毎分２６５リットルの給湯を受け、合わせて毎分６１５リットルを確

保し、行楽シーズンのピーク時にも不足することなく配湯することが出来ました。

本会計の歳入決算額は、２，００４万８，８８９円であり、歳出決算額では、１，０３

０万５，６６３円という結果になりました。

、 。 、 ， ，それでは 歳入面からご説明いたします 主な歳入では 温泉使用料が１ ４４７万５

５２５円と前年度繰越金が４６３万２，７８７円であります。

次に、歳出の主なものを申し上げますと、職員人件費及び臨時職員賃金などの温泉総務

費が３８８万６，６８２円、温泉管理の需用費２４６万３，９１８円、猿ヶ京湯元泉協同

組合負担金等３０８万円であります。以上が温泉事業特別会計の決算概要であります。

次に、 、簡易水道特別会計について、ご説明申し上げます。認定第２２号

本会計の歳入決算額は、８，９５４万１，１４９円であり、歳出決算額では６，３０７

万１，４０６円という結果となりました。１款使用料５，５５７万１，３１０円は、３月

分から８月分までの使用料であります。３款加入金８８万２千円は、新規加入９戸分であ

ります。５款繰入金１，４６４万１，９０５円は、一般会計からの繰入金及び簡易水道事

業基金繰入金であります。６款繰越金１，８４０万７，２８２円は、前年度繰越金であり

ます。

次に、歳出の主なものを申し上げますと、簡易水道総務費１３節委託料１８８万２，３

３０円は、メーター検針委託、水質測定委託が主なものであり、１４節１２６万４，８５

０円は、各水道施設の土地借り上げ料、料金システムリース代であります。２７節公課費

２８２万２，２００円は、決算による消費税の納付分であります。水道維持管理費の１１

節需用費３９８万８，０９３円は、薬品代、電気料及び修繕料等であり、１３節委託料４

３２万７，０５０円は、各簡易水道の水質検査委託料等であります。水道工事費の１５節

工事請負費８４万円は、猿ヶ京簡易水道相俣地内舗装本復旧工事であります。

以上が簡易水道特別会計の概要であります。

次に、 、下水道事業特別会計についてご説明申し上げます。認定第２３号

本会計の歳入決算額は、９，３８３万２０５円であり、歳出決算額では、８，６１１万

５０７円という結果となりました。それでは歳入面から順次、ご説明申しあげます。

１款使用料及び手数料２，１４９万５５０円は、３月分から８月分までの使用料であり

ます。２款分担金２０万４，８００円は、本管つなぎ込みによる３戸分の受益者分担金で

あります。４款繰入金６，５５０万円は、一般会計からの繰入金であります。５款繰越金

４６３万４，８２５円は、前年度繰越金であります。

次に、歳出の主なものを申し上げますと、１目総務管理費は職員人件費が主なものであ

りますが、２７節公課費３５万６，６００円は、決算による消費税の納付分であります。

２目処理場及び管渠管理費の１１節需用費３８５万２６０円は、薬品代、電気料及び修繕

料等であります。１３節委託料１，１８５万５，２８２円は、湯宿処理場及び中継ポンプ

場の管理委託料、汚泥処理運搬作業委託料等であります。以上が下水道特別会計の概要で

あります。
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最後に、 、平成１７年度水上月夜野新治衛生施設組合一般会計決算認定に認定第２４号

。 、 ， ， 、ついてご説明申し上げます 歳入総額については ５億３ ８７６万８ ９００円となり

１款の町村負担金が４億８，０１９万９，０００円で歳入の８９％を占めております。２

款使用料及び手数料は、１，９６９万７，８９０円で、し尿及びゴミ手数料であります。

また、４款繰越金では、１，４１６万８，６０７円となり、５款諸収入は、２，４７０万

３，３７６円となっております。

次に、歳出総額については、４億９，０７７万１，５２３円となり、款別では、１款議

， 、 ， ， 、 ，会費が３万６ １８０円 ２款総務費が２ ６５８万４ ５３２円 ３款衛生費が２億１

３１９万８１７円、４款公債費が ２億５，０９５万９，９９４円となっております。した

がいまして、歳入歳出差引額は、４，７９９万７，３７７円となり、新町みなかみ町に帰

属されました。なお、財政調整基金につきましては、５，９６６万１，９５２円となって

おります。 以上が各一般会計、特別会計等の概要であります。よろしくご審議の上ご承

認賜りますようにお願い申し上げて提案理由の説明といたします。

以上で、提案理由の説明が、終了しました 。議 長（増田宗利君）

ここで、みなかみ町代表監査委員より決算審査の報告を求めます。

代表監査委員阿部伃一君。

（代表監査委員 阿部伃一君登壇）

はい。それでは６番と打ってございます資料をご覧下さい。代表監査委員（阿部伃一君）

平成１７年度合併に伴う決算審査意見をご報告いたします。

群馬県利根郡旧月夜野町・旧水上町・旧新治村・計旧水上月夜野新治衛生施設組合、この

４件でございます。

１頁をお開き下さい。平成１７年度合併に伴う群馬県利根郡旧月夜野町・旧水上町・旧

新治村一般特別公営企業会計並びに旧水上月夜野新治衛生施設組合一般会計の決算審査意

見でございます。

地方自治法施行令第５条第３項の規定により、審査に付された平成１７年度群馬県利根

郡旧月夜野町、旧水上町並びに旧新治村の一般会計、特別会計及び公営企業会計決算並び

に旧水上月夜野新治衛生施設組合の一般会計決算について、関係諸帳簿及び証書類を対照

して視差の方法により審査した結果、その意見は別紙のとおりであります。

平成１８年２月１３日付けでみなかみ町長鈴木和雄様にご報告申し上げました。みなか

み町監査委員、阿部伃一、同じく松井秀明。下の記の１審査の対象ですが、旧町村・組合

別に別途ご説明申し上げます。２審査の期間、平成１８年１月１６・１７・１８・２０・

２３日 の５日間にわたり、監査委員２名と審査補助者でございます監査事務局、矢野事務

局長、増田財政課補佐、内田係長の計５名で実施いたしました。

２頁へまいります。Ⅰといたしまして、 でございます。旧月夜野町決算審査意見

この決算審査は、月夜野町、水上町及び新治村が合併したことに伴い、平成１７年９月

３０日をもって打ち切られた平成１７年度旧月夜野町一般会計、特別会計及び公営企業会

計決算について、地方自治法施行令第５条第３項の規定により、みなかみ町監査委員が行

ったものであります。

１の審査の対象ですが、(1)平成１７年度群馬県利根郡月夜野町一般会計決算、(2)平成

１７年度群馬県利根郡月夜野町国民健康保険特別会計決算、(3)平成１７年度群馬県利根郡

月夜野町老人保健特別会計決算、(4)平成１７年度群馬県利根郡月夜野町介護保険特別会計

決算、(5)平成１７年度群馬県利根郡月夜野町簡易水道特別会計決算、(6)平成１７年度群
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馬県利根郡月夜野町下水道特別会計決算、(7)平成１７年度群馬県利根郡月夜野町利根沼田

広域観光センター特別会計決算、(8)平成１７年度群馬県利根郡月夜野町水道事業会計決算

の計８件でございます。

２の一般会計の決算監査の状況でありますが、(1)歳入の状況ですが、平成１７年度の歳

入総額は３，３５３，８８８，７５１円で、予算現額に対して５５．７％、調定額に対し

ては８５．９％であります。自主財源である町税の歳入に占める割合は１７．７％、収入

済額５９４，６５２，３２３円でありますが、４８７万６，６７５円の不納欠損額と５億

２万９，２４１円の収入未済額があります。

この収入未済額というのは、誤解しないで頂きたいのですが、９月に閉めた中間決算で

あるために、１０月以降に歳入となるべき収入が収入未済額として載っております。

念のため、３頁の上の表のアの歳入の内訳というのがございますが、その右から２番目

に収入未済額というのがございます。その一番上の段に町税５億２万９，２４１円の収入

未済額があると記されておりますが、これは１７年１０月以降に納期のくる町税等でござ

います。

それから、(2)歳出の状況ですが、平成１７年度の歳出総額は３２億２，７４８万６，２

０４円で、予算現額に対して５３．６％であります。詳しくは４頁の歳出の内訳を後ほど

ご覧いただければと思います。残りは１０月以降の執行ということになります。

(3)実質収支の状況ですが、平成１７年度の歳入歳出差引額は、１億２，６４０万２，５

４７円で、合併による打ち切り決算のため実質収支額も同額となっております。

３頁のアの歳入の内訳は、後ほどご覧いただければと存じます。下のイの滞納及び繰越

未収金残高の内訳でございますが、総括意見の中で水上・新治と併せて要望事項として申

し上げます。

４頁にまいります。歳出の内訳でありますが、この表の通りでございます。後ほどご覧

いただければと思います。この表の右から２番目、不用額ということで２７億９千万円が

計上されておりますが、これは１０月以降支出予定ということでご理解をいただきたいと

思います。エの基金残高の内訳ですが、合計で５億１，６８２万１，２２０円、これは新

町みなかみ町に引き継がれております。５起債残高の合計でありますが、元利合計６２億

５，７９５万１，０３３円、これも新町みなかみ町に引き継がれております。

５頁の３特別会計にまいります。(1)歳入歳出の状況ですが、平成１７年度における各特

別会計の歳入総額の合計は１５億２，６９５万８，５４９円で、その内２億９，９２４万

９千円が一般会計からの繰り入れとなっております。

また、歳出総額の合計は１４億４，２５５万９４７円であり、歳入歳出差引額は８，４

４０万７，６０２円であります。下のアの特別会計の内訳、これらも後ほどご覧いただけ

ればと思います。イは、滞納及び繰越未収金残高の内訳、これは２，７２０万７，９２６

円ございます。基金の内訳合計で１億１，４５６万２，９０４円新町みなかみ町に引き継

がれております。６頁にまいります。起債残高、元利合計で３４億３，８４１万５，２４

２円、新町みなかみ町に引き継がれました。

４公営企業会計、水道事業でございますが、内訳を申し上げます。(1)収益的収入及び支

出ですが、①営業収益７，３８２万１，９４０円には仮受消費税等の３４５万７，３８０

円が含まれており、これを除いた損益計算書の営業収益は７，０３６万４，５６０円であ

ります。②損益計算書の営業外収益は、預金利息２１８円、他会計補助金１００万円及び

雑収益３１円の合計１００万２４９円でございます。③営業費用５，７０２万２２円には
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仮払消費税等の７６万７，９５９円が含まれており、これを除いた損益計算書の営業費用

は５，６５万２，０６３円であります。④損益計算書の営業外費用は、企業債利息１，８

０５万４１６円であります。(2)資本的収入及び支出、①建設改良費は６６４万５，８５０

円で、仮払消費税等の３１万６，０５０円を含んでおります。②企業債償還金２，１２２

万４，６９０円は、前年度の貸借対照表中企業債の額６億２，７６１万３，６８５円に対

する償還額であります。償還額については元利均等返済であります。

なお、平成１７年９月３０日現在の未償還額は６億６３８万８，９９５円となっており

ます。下の表のア繰越未収金残高、水道使用料で２０９万３，５４０円ございます。起債

残高は、元利合計で８億５，６５９万４，０１７円となっております。

つづいて、７頁の を申し上げます。Ⅱ旧水上町決算審査意見

この表題につきましては、月夜野町で説明いたしましたので省略いたします。

１審査の対象ですが、(1)平成１７年度群馬県利根郡水上町一般会計決算、(2)平成１７年

度群馬県利根郡水上町国民健康保険特別会計決算、(3)平成１７年度群馬県利根郡水上町老

人保健特別会計決算、(4)平成１７年度群馬県利根郡水上町介護保険特別会計決算、(5)平

成１７年度群馬県利根郡水上町下水道事業特別会計決算、(6)平成１７年度群馬県利根郡水

上町水道事業会計決算でございます。

内訳でございますが、２一般会計(1)歳入の状況ですが、平成１７年度の歳入総額は１７

億５，０６１万１，１００円で、予算現額に対して４３．７％、調定額に対しては４７．

６％でありますが、自主財源である町税の歳入に占める割合は６６．０％、収入済額が１

１億５，４７６万１，６６９円ですが、１８億８，４７１万９，１２１円の収入未済額が

あります。この収入未済額というのは、月夜野町でご説明したとおりでございまして、１

０月以降に納期のくるものとご理解頂きたい、詳しくは８頁歳入の状況を後ほどご覧いた

だければと思います。(2)歳出の状況、平成１７年度の歳出総額は１８億４３７万２，２９

６円で、予算現額に対して４５．０％であります。詳しくは９頁をウ歳出の内訳を後ほど

ご覧いただければと思います。

(3)実質収支の状況ですが、平成１７年度の歳入歳出差引額はマイナス５，３７６万１，

１９６円で、合併による打ち切り決算のため実質収支額も同額であります。なお、この不

足額は合併の事由により生じた債務であり、このため一時借入金１億５千万円を充用して

ございます。

８頁のア歳入の内訳は後ほどご覧下さい。イ滞納及び繰越未収金残高の内訳、８億７千

万円ほどございますが、これも後ほどご覧いただければと思います。

９頁、ウ歳出の内訳、この表も後ほどご覧いただければと思います。エ基金の状況、合

， 、 。計で１ ０５３万６４６円ありましたが これは新町みなかみ町に引き継がれております

起債残高も元利合計で４７億２，３０４万４，７６８円、これも新町みなかみ町に引き継

がれております。

１０頁、３特別会計(1)歳入歳出の状況ですが、平成１７年度における各特別会計の歳入

総額の合計は１０億７，７４４万８，１９２円で、その内２億５，９３３万９千円が一般

会計からの繰入れとなっております。

、 ， ， 、 ，また 歳出総額の合計は１０億３ ６０１万６ ０８７円であり 歳入歳出差引額は４

１４３万２，１０５円であります。下のア特別会計内訳についても、先程、町長さんから

詳しいご説明がございましたので後ほどご覧いただければと思います。イ滞納及び繰越未

収金残高の内訳ですが、合計で１億１，２２７万４，９０２円あります、新町みなかみ町
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に引き継がれております。基金残高９，１３０万４，３３０円も同じです。また、起債残

高元利合計３１億２，５５６万４，５５６円も新町みなかみ町に引き継がれております。

１１頁、４公営企業会計（水道事業会計）(1)収益的収入及び支出ですが、①上水道事業

， ， ， 、 、の営業収益５ ３２５万２ ６７３円には仮受消費税等の２５３万７ ７９３円が また

簡易水道事業の営業収益９７５万８，７２０円には仮受消費税等の４６万４，６９９円が

含まれており、営業収益から仮受消費税等を除いた損益計算書の営業収益は６千万８，９

０１円であります。②損益計算書の営業外収益は、上水道事業の預金利息７５円及び雑収

益

の合計２，１４２，３８７円であります。③上水道事業の営業費用３，５５１万７，９７

３円には仮払消費税等の４５万６，０４３円が含まれております。

、 ， ， ，また 簡易水道事業の営業費用１ ３３０万６ ６６１円には仮払消費税等の２３万９

、 ，６３７円が含まれており 営業費用から仮払消費税等を除いた損益計算書の営業費用は４

８１２万８，９５４円であります。④損益計算書の営業外費用は、上水道事業の企業債利

息８４６万３１７円、借入金利息６１万５，５３５円、消費税５６６万５，９００円及び

， ， 。簡易水道事業の企業債利息４３４万８ ８７６円の合計１ ９０９万６２８円であります

(2)資本的収入及び支出、①上水道事業の企業債償還金１，２８１万８，８４９円及び簡易

水道事業の企業債償還金５４８万８，５４０円の合計１，８３０万７，３８９円は、前年

度の貸借対照表中企業債の額６億２，７０１万４，１２０円に対する償還額であります。

償還方法については、元金及び利息合計額の均等返済方式であります。

なお、平成１７年９月３０日現在の未償還額は６億８７０万６，７３１円となっており

ます。下の表、繰越未収金残高、水道使用料として１億５，４００万円ばかり新町みなか

み町に引き継がれております。イ起債残高元利合計８億１，１５７万６，６５８円も新町

みなかみ町に引き継がれております。

にまいります。表題については、月夜野町で説明いたしましたⅢ旧新治村決算審査意見

ので省略いたします。１審査の対象ですが、(1)平成１７年度群馬県利根郡新治村一般会計

決算、(2)平成１７年度群馬県利根郡新治村国民健康保険特別会計決算、(3)平成１７年度

群馬県利根郡新治村老人保健特別会計決算、(4)平成１７年度群馬県利根郡新治村介護保険

特別会計決算、(5)平成１７年度群馬県利根郡新治村簡易水道事業特別会計決算、(6)平成

１７年度群馬県利根郡新治村下水道事業特別会計決算、(7)平成１７年度群馬県利根郡新治

村村営スキー場事業特別会計決算、(8)平成１７年度群馬県利根郡新治村自家用有償バス事

業特別会計決算、(9)平成１７年度群馬県利根郡新治村温泉事業特別会計決算であります。

事業会計はございません。

２一般会計、(1)歳入の状況、平成１７年度の歳入総額は２５億５，９１０万５，０７５

円で、予算現額に対して５４．７％、調定額に対しては８３．５％である。自主財源であ

る村税の歳入に占める割合は２０．５％、５億２，３４８万８，５２２円でありますが、

３，５０７万１，２１１円の不納欠損額と４億４，０３５万６０９円の収入未済額があり

ます。この収入未済額は、先程ご説明申し上げましたとおり、村税の納期分がまだきてい

ないものということでご理解をいただきたいと思います。詳しくは、次の１３頁の歳入の

内訳を後ほどご覧いただければと思います。

(2)歳出の状況ですが、平成１７年度の歳出総額は２２億３，８１９万２７７円で、予算

現額に対して４７．８％であります。詳しくは、１４頁、歳出の内訳のとおりでございま

すので後ほどご覧いただければと思います。
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(3)実質収支の状況ですが、平成１７年度の歳入歳出差引額は３億２，０９１万４，７９

８円で、合併による打ち切り決算のため実質収支額も同額であります。１３頁、先程も申

し上げましたが、歳入の内訳は後ほどご覧いただければと思います。

イ滞納及び繰越未収金残高ですが、２億１，４０４万４，９８２円、新町みなかみ町に

引き継がれております。１４頁、歳出の内訳ですが、これも後ほどご覧いただければと思

います。基金残高ですが、１５億５，８０８万８，０７０円の基金が新町みなかみ町に引

き継がれております。下の起債残高内訳ですが、元利合計で６４億４，０７２万９，１６

３円で、新町みなかみ町に引き継がれております。

１５頁、３特別会計(1)歳入歳出の状況ですが、平成１７年度における各特別会計の歳入

総額の合計は１１億６，７４９万４，１５１円で、その内１億９，３７２万５００円が一

般会計からの繰入れとなっております。

また、歳出総額の合計は９億８，２１９万７，２７６円であり、歳入歳出差引額は１億

８，５２６万６，８７５円であります。下のアそれぞれの特別会計の内訳ですが、後ほど

ご覧いただければと思います。イ滞納及び繰越未収金残高の内訳ですが、トータルで１億

１，０４２万９８３円が新町みなかみ町に引き継がれております。

１６頁、基金残高の内訳ですが合計で２億２，８９６万２，７０１円が新町みなかみ町

に引き継がれております。エ起債残高ですが、元利併せて２９億３，４９６万３，７５７

円、これも新町みなかみ町に引き継がれております。

１７頁、 でございます。Ⅳ旧水上月夜野新治衛生施設組合決算審査意見

この決算審査は、月夜野町、水上町及び新治村の合併により水上月夜野新治衛生施設組

合が解散したことに伴い、平成１７年９月３０日をもって打ち切られた平成１７年度旧水

上月夜野新治衛生施設組合一般会計決算について、地方自治法施行令第５条第３項の規定

により、みなかみ町監査委員が行ったものであります。

１審査の対象ですが、(1)平成１７年度水上月夜野新治衛生施設組合一般会計決算であり

ます。２一般会計(1)歳入の状況、平成１７年度の歳入総額は５億３，８７６万８，９００

円で、予算現額に対して４６．４％、調定額に対しては９９．５％であります。(2)歳出の

状況ですが、平成１７年度の歳出総額は４億９，０７７万１，５２３円で、予算現額に対

して４２．３％であります。したがいまして、(3)実質収支の状況は、平成１７年度の歳入

歳出差引額は４，７９９万７，３７７円で、解散による打ち切り決算のため実質収支額も

同額であります。

１７頁、下のアの歳入の内訳表ですが、これも後ほどご覧いただければと思います。１

８頁、イの歳出の内訳、これも後ほどご覧いただければと思います。基金残高の内訳、財

、 ， ， 。政調整基金として ５ ９６６万１ ９５２円が新町みなかみ町に引き継がれております

エ起債残高ですが、元利併せて、３４億９，７８８万６，１３６円、これも新町みなかみ

町に引き継がれております。

最後になりました１９頁、 です。今回、決算審査を行った月夜野Ⅴ審査結果の総括意見

町、水上町、新治村の３町村並びに水上月夜野新治衛生施設組合は、合併に伴って消滅し

たことにより、その業務がすでに新町みなかみ町に引き継がれていることから、歳入歳出

に関する諸手続き、処理方法などを中心に試査の方法により出納関係帳票及び証書類を照

合し、その内容を審査した結果、３町村の一般会計、特別会計及び公営企業会計並びに衛

生施設組合の一般会計を通じ、会計経理は適法、適正であると認められました。

なお、旧３町村の閉庁に伴い、極めて多大な繰越滞納及び未収金が新町みなかみ町に引
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き継がれており、内訳では一般会計で１１億３，７６３万２，４７０円、特別会計で２億

４，９９０万３，８１１円、公営企業会計で１億５，６８２万２，９３１円、トータルで

１５億４，４３５万９，２１２円となっております。

これらの早急な圧縮に向けまして、特別整理班を編成するなどによる早急な収納確保策

の実施が、新町みなかみ町に望まれるところでございます。

以上、審査報告とさせていただきます。

以上で、決算審査の報告を終わります。ご苦労様でした。議 長（増田宗利君）

これより質疑に入ります。質疑は簡明に願います。議 長（増田宗利君）

について まで、一括して質疑に入ります。まず、認定第１号 から、認定第８号

質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて認定第１号から、認定第８号 質疑を終結し議 長（増田宗利君） までの

ます。

次に、認定第９号から、認定第１４号 質疑はありませんか。まで一括して質疑に入ります。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて認定第９号から、認定第１４号 質疑を終結議 長（増田宗利君） までの

します。

、 、 。次に 認定第１５号から 認定第２３号 質疑はありませんかまで一括して質疑に入ります。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて認定第１５号から、認定第２３号 質疑を終議 長（増田宗利君） までの

結します。

次に、認定第２４号 質疑に入ります。質疑はありませんか。について、

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて認定第２４号の質疑を終結します。議 長（増田宗利君）

お諮りいたします。議 長（増田宗利君）

認定第１号、 から、認定第平成１７年度群馬県利根郡月夜野町一般会計決算認定について

２４号、 までは 「委員平成１７年度水上月夜野新治衛生施設組合一般会計決算認定について 、

会付託表」のとおり、所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

、 、 、よって 認定第１号 から平成１７年度群馬県利根郡月夜野町一般会計決算認定について

、 、認定第２４号 までは平成１７年度水上月夜野新治衛生施設組合一般会計決算認定について

「委員会付託表」のとおり、所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３１ 議案第４３号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計補正予算（第３号）

について

議案第４４号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）について

議案第４５号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町老人保健特別会計補正予算

（第１号）について
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議案第４６号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町介護保険特別会計補正予算

（第２号）について

議案第４７号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町簡易水道事業特別会計補正

予算（第１号）について

議案第４８号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町下水道事業特別会計補正予

算（第１号）について

議案第４９号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町水道事業会計補正予算（第

１号）について

議案第５０号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町スキー場事業特別会計補正

予算（第１号）について

議案第５１号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町温泉事業特別会計補正予算

（第１号）について

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計議 長（増田宗利君） 日程第３１、議案第４３号、

補正予算（第３号）について 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町温泉事から、議案第５１号、

まで、以上９件は、関連する議案でありますので一括業特別会計補正予算（第１号）について

議題といたします。

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より一括して提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第４３号から議案第５１号まで一括して提案理由の説明をさせていただきます。町 長 鈴木和雄君（ ）

ご説明申し上げます。既定の歳入歳出予算の総額から、歳入最初に について議案第４３号

歳出それぞれ１億６，４０４万８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を７５億４，０１２

万８千円とするものでございます。

歳入の主なものは、町税２，１３０万円減額、地方交付税１，２７３万円増額、分担金

及び負担金３１１万３千円減額、国庫支出金７０４万５千円減額、県支出金７６９万１千

円増額、繰入金２，９９７万９千円減額、諸収入２，５２７万３千円増額、町債１億４，

７３０万円減額であります。

歳出の主なものは、１款議会費で、議員報酬等として、３７６万１千円減額、２款総務

費で１，６４１万４千円の減額補正、内訳は、職員人件費４０２万円の増額、情報政策費

の通信料で４７９万５千円の減額、合併対策費で６２５万５千円の減額、これは、町章等

の募集が遅れたことと、看板などの名称変更修繕料等による減額であります。選挙費につ

、 。きましては 衆議院議員選挙費及び町長選挙費の精算に伴う４６２万円の減額であります

３款民生費では、５４６万８千円の増額補正、内訳は、増額項目が社会福祉費で、老人保

健特別会計繰出金が２，７０５万５千円、福祉医療費で４６８万８千円、介護保険費で、

介護保険特別会計繰出金１，２３０万５千円であり、減額項目は、老人補措置費で措置委

、 、 ，託料３１２万３千円 広域老人ホーム管理費で負担金２９１万９千円 障害者福祉費で１

７３８万９千円、保育園費で８１７万２千円であります。４款衛生費では、２０８万８千

円の減額補正です。
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増額項目は、国民健康保険特別会計繰出金１，０２９万５千円、資源リサイクルセンタ

ー管理費で委託料４７９万３千円であり、減額項目はアメニティパーク管理費で６０４万

、 。 、 ，６千円 簡易水道特別会計繰出金２２１万１千円であります ６款農林水産業費では １

８３９万７千円の減額補正であります。増額項目は、農業総務費で、真沢の森建物修繕工
さ な ざ わ も り

事費２７７万２千円は、宿泊棟から浴室への渡り廊下が雪害により破損したものでありま

す。減額項目は農業振興費で水田協議会交付金１９０万円の減、農地費で県営みくに地区

負担金等で１，６９４万円の減額であります。

７款商工費では８３４万７千円の減額補正であります。観光振興費でパンフレット等の

印刷代等で４５１万３千円の減額、各施設の維持管理費で３７３万４千円の減額となって

います。８款土木費では１億１，８１８万４千円の減額補正であります。道路新設改良費

で、悪戸矢瀬線改良工事、ウノセ線改良工事、湯原３２号線改良工事で１，７６０万８千

円の減額であり、減額の理由は用地取得の遅れに伴うものです。

， 、 、都市計画総務費で９ ３６４万５千円の減は まちづくり交付金事業の用地取得関連で

対象者が民事再生法の申請中であることと、合併特例債を活用するために、１８年度に事

業費をおくったものです。９款消防費では、９８６万６千円の減額は、１２月補正で議決

いただいた消防団員の活動服購入費用を合併補助金を充当させるため、１８年度におくっ

たものです。１０款教育費では、６３３万８千円の減額補正です。社会教育総務費で、ア

スベスト使用状況調査委託料及びカルチャーセンター費夜間警備委託料等の減額によるも

のであります。

なお、豪雪被害による公共施設の補修工事及び用地取得の遅延による繰越明許費が１０

件、金額にして１億５，４７３万円であります。

次に、 、平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町国民健康保険特別会計補正議案第４４号

予算（第１号）についてご説明申し上げます。

既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億８３８万５千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を１３億９，４８３万８千円とするものであります。

歳入におきましては、国庫支出金、療養費給付費交付金、県支出金、共同事業交付金、

繰入金の精査によるものです。

歳出では、総務費、保険給付費、介護納付金、予備費の増額、共同事業拠出金、保険事

業費の減額となっております。

、平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町老人保健特別会計補正予算（第１議案第４５号

号）についてご説明申し上げます。

既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億８，６６３万８千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を１６億８，９３４万円とするものであります。歳入につきましては、

支払基金交付金、国庫支出金、県支出金、繰入金の精査によるものであります。歳出につ

いては、医療費の増加に伴う医療諸費、１億８，９０５万６千円が主なものであります。

、平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第２議案第４６号

号）について、ご説明申し上げます。

既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５，１１９万８千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を９億７３４万８千円とするものであります。歳入の主なものは、保険料１

６０万５千円の減額、国庫支出金３，０５０万８千円の増額、支払基金交付金６３０万８

千円の増額、県支出金５３１万１千円の増額、繰入金１，０６４万９千円の増額でありま

す。
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歳出の主なものは、総務費１８２万円の増額、保険給付費４，２４８万５千円の増額、

基金積立金７０３万７千円の増額となっております。

歳出の主な理由は、制度改正に伴うシステム改修費を総務費で、保険給付費では、介護

保険利用者の増加によるサービス等が７，９５７万円余りの増加と特定施設入所者の給付

費の見直しによる４，５９５万４千円の減額との調整であります。

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町簡易水道事業特別会計補正予算 第議案第４７号、 （

１号）についてご説明申し上げます。

既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ５１１万１千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を１億３，３４３万５千円とするものであります。

歳入の主ものは、使用料２９０万円の減額、繰入金２２１万１千円の減額、歳出の主な

ものは、施設費６４０万１千円の減額は、薬品使用量の減少、水質検査委託料等の減額及

び各施設改修工事費の変更に伴う減額であります。

次に 、平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町下水道事業特別会計補正予算議案第４８号

（第１号）についてご説明申し上げます。

既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ８１７万９千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を５億２，４３３万８千円とするものであります。歳入の主なものは、町債で

８８０万円の減は、事業の変更によるものであります。歳出の主なものは、月夜野地区の

公共下水道建設事業費が、当初見積もりに比較して、付帯工事、水道管布設替等が少なく

なったことにより、９３４万６千円の減額となりました。

次に 、平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町水道事業会計補正予算（第１議案第４９号

号）についてご説明申し上げます。既決の予算に、収益的収入では、上水道事業収益で１

８万３千円増額し、１億４，４６７万６千円とし、資本的収入で５０万円増額し、２，４

３５万円とします。支出では、上水道事業費用で３３３万３千円減額し、簡易水道事業費

用で１７８万円増額し、１億５，８６１万９千円とし、簡易水道事業資本的支出で９０万

円増額し、８，２２０万円とするものであります。

、 。 、補正の主なものは 歳出では電気料及び支払利息の減額によります 施設改良工事費は

水上地区の大穴浄水場設備更新等であります。

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町スキー場事業特別会計補正予算 第議案第５０号、 （

１号）についてご説明申し上げます。既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ

、 ， 。１１万９千円を減額し 歳入歳出予算の総額を２ １５１万６千円とするものであります

歳入で、事業収入の内リフト、ロープ塔使用料及び食堂売上げで１１万９千円減額し、

歳出では、燃料費の高騰を受け６９万５千円を増額しましたが、国有林借地料などを減額

し、総額で１１万９千円を減額いたしました。

最後に 、平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町温泉事業特別会計補正予算議案第５１号

（第１号）についてご説明申し上げます。

既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２，７２０万７千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を２，４１７万７千円とするものであります。歳入で、基金繰入金を２，

７２４万２千円減額し、歳出では、町営第１号源泉掘削工事を計画変更して、翌年度に実

施するため、事業にかかる委託料及び工事費、２，０４０万円を減額し、温泉使用権返還

の申し出もないため、返還金２００万円を減額をするものであります。

以上、一括してご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上ご議決賜りますようにお

願い申し上げて提案理由の説明といたします。
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以上で、提案理由の説明が終了いたしました。議 長（増田宗利君）

について まで、一括して質疑に入ります。これより議案第４３号 から、議案第５１号

質疑は簡明に願います。質疑はありませんか。なお、

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４３号 から、議案第５１号につい議 長（増田宗利君） について

て 質疑を終結します。までの

これより討論に入ります。

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計補正予算（第３号）につまず、議案第４３号、

討論に入ります。いて、

反対討論の発言を許します。まず、

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４３号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計補正予算（第議 長（増田宗利君） 議案第４３号、

を採決いたします。３号）について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計補正予算（第３号）によって、議案第４３号、

は、原案のとおり可決されました。ついて

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町国民健康保険特別会計補正これより議案第４４号、

討論に入ります。予算（第１号）について、

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４４号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町国民健康保険特別会計補正予算（第１議案第４４号、

を採決いたします。号）について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町国民健康保険特別会計補正よって、議案第４４号、

は原案のとおり可決されました。予算（第１号）について

成１７年度群馬県利根郡みなかみ町老人保健特別会計補正予算これより議案第４５号、平

討論に入ります。（第１号）について、

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４５号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）
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平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町老人保健特別会計補正予算（第１号）に議案第４５号、

を採決いたします。ついて

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町老人保健特別会計補正予算（第よって 議案第４５号、 、

は原案のとおり可決されました。１号）について

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町介護保険特別会計補正予算これより議案第４６号、

討論に入ります。（第２号）について、

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４６号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第２号）に議案第４６号、

を採決いたします。ついて

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第よって 議案第４６号、 、

は原案のとおり可決されました。２号）について

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町簡易水道事業特別会計補正これより議案第４７号、

討論に入ります。予算（第１号）について、

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４７号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町簡易水道事業特別会計補正予算（第１議案第４７号、

を採決いたします。号）について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町簡易水道 事業特別会計補よって、議案第４７号、

は原案のとおり可決されました。正予算（第１号）について

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町下水道事業特別会計補正予これより議案第４８号、

討論に入ります。算（第１号）について、

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４８号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）
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平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町下水道事業特別会計補正予算（第１号）議案第４８号、

を採決いたします。について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町下水道事業特別会計補正予よって、議案第４８号、

は原案のとおり可決されました。算（第１号）について

これより議案第４９号について討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４９号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町水道事業会計補正予算（第１号）につい議案第４９号、

を採決いたします。て

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町水道事業会計補正予算（第１よって、議案第４９号、

は原案のとおり可決されました。号）について

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町スキー場事業特別会計補正予これより議案第５０号、

討論に入ります。算（第１号）について、

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第５０号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町スキー場事業特別会計補正予算（第１号）議案第５０号、

を採決いたします。について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町スキー場事業特別会計補正予よって、議案第５０号、

は原案のとおり可決されました。算（第１号）について

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町温泉事業特別会計補正予算これより議案第５１号、

討論に入ります。（第１号）について、

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第５１号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町温泉事業特別会計補正議 長（増田宗利君） 議案第５１号、
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を採決いたします。予算（第１号）について

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町温泉事業特別会計補正予算（第よって 議案第５１号、 、

は原案のとおり可決されました。１号）について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

この際、休憩いたします。１６時２０分より再開いたします。議 長（増田宗利君）

（１６時０７分休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

（１６時２０分再開）

休憩前に引き続き会議を開きます。議 長（増田宗利君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３２ 議案第５２号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計予算について

議案第５３号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町国民健康保険特別会計

予算について

議案第５４号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町老人保健特別会計予算

について

議案第５５号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町介護保険特別会計予算

について

議案第５６号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町簡易水道事業特別会計

予算について

議案第５７号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町下水道事業特別会計予

算について

議案第５８号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町水道事業会計予算について

議案第５９号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町利根沼田広域観光センター

特別会計予算について

議案第６０号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町自家用有償バス事業特

別会計予算について

議案第６１号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町スキー場事業特別会計

予算について

議案第６２号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町温泉事業特別会計予算

について

平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計議 長（増田宗利君） 日程第３２、議案第５２号、

予算について 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町温泉事業特別会計予から、議案第６２号、

まで、以上１１件は関連する議案でありますので一括議題といたします。算について

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より一括して提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木和雄君。
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（町長 鈴木和雄君登壇）

お許しをいただきましたので、議案第５２号から議案第６２号まで一括町 長（鈴木和雄君）

してご説明申し上げます。

新町みなかみ町として、初めての予算編成に臨み、合併後５ヶ月余りで、施設の統廃合

や経常経費の削減等、合併による効果が現れていない状況と、合併協議の中で予想されて

いた基金残高の減少で、緊縮予算編成を余儀なくされました。

当町の財政の体質として、人件費や物件費、補助費等の経常経費比率が９８％と高率に

なっております。こうした状況から１８年度予算については、経常支出の大幅な削減に努

めました。

さらに、国においては、三位一体の改革を推進する中で、地方公共団体の安定的な財政

運営に必要な財源を確保したと述べておりますが、国に準じた総人件費改革基本方針等に

よる人件費経費の抑制や地方単独事業費の抑制を押しつけることによって、つじつまを合

わせているにすぎません。地方税収が増加傾向にあるとして、地方交付税の総額が、前年

度比５．９％、９，９０６億円減少しております。地域経済の回復が遅れいている当町に

おいては、その影響は１８年度予算に強く影響されるものであります。

単なる財政健全化に向けた改革では、歳出削減のみが重視され、行政サービスの低下や

地域経済の規模そのものを萎縮させることにつながることは十分承知しておりますが 「行、

財政改革調査会」等による提言を受け、早急にスリムな体質となるまでの緊急措置とご認

識いただきますようにお願い申し上げるところであります。

この町に住んでいて良かった言われる、夢のあるまちづくり予算を町民の皆様に示すこ

とができるよう努力してまいりたいと考えております。

さて、平成１８年度の予算の総額は、一般会計１４４億５，１００万円、国民健康保険

特別会計をはじめとする９つの特別会計は、７７億３，３９１万９千円とさせていただき

ました。

まず、最初に、議案第５２号、平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計予算につ

いてご説明申し上げます。

、平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計予算は、歳入歳出総額そ議案第５２号

れぞれ１４４億５，１００万円と定めました。予算内示会でご説明させていただきました

とおり、１４億円余りの起債の借換えを当予算において実施いたしましたので、実質１３

０億５，１９０万円とご認識いただきたいと思う次第であります。歳入の主なものは、町

税３７億４，８３３万円、観光地である当町は、景気の回復基調が反映されず、また、固

定資産の評価替えの基準年度となっており、前年度対比３．６％減と見込みました。地方

譲与税３億９，８２６万円、交付金４億３，９７０万円、地方交付税４１億５，０００万

円、これは目一杯見ております。分担金及び負担金３億２，９９８万円、使用料及び手数

料３億５，８８８万円、国県支出金１１億６，２８９万円、繰入金５億１，８６４万円、

諸収入１億６，７１８万円、町債３１億２，２７０万円となっております。

歳出の主なものは、議会費１億２，４９２万円、総務費１６億２，６１３万円は、企画

振興費で、合併振興基金３億円を今年度から積立てていきたいと考えております。地域づ

くり費で、平標山小屋建設事業、山岳資料館工事、地域間交流事業、東京芸術大学交流事

業などを実施します。民生費１７億８，６４３万円は、１３歳未満までの単独分を含む、

福祉医療費で１億９，１２１万円、障害者福祉費２億４，８４６万円、老人保健特別会計

繰出金２億１，２５万円、介護保険特別会計繰出金２億２，４２４万円などであります。
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衛生費１１億９，８８３万円は、アメニティパーク管理費５億３５８万円、国民健康保険

， 。 ， 、特別会計繰出金１億４ ２０２万円などであります 農林水産業費９億７ ７４５万円は

土地改良費１億４，８４２万円、元気な地域づくり交付金事業１億１０３万円、中山間地

域総合整備事業５，２０３万円、特産品の販路拡大として、まごころ便事業２００万円な

どであります。商工費５億４９５万円は、制度融資利子補給や空店舗対策費として商工振

興費で１，９８３万円、観光宣伝委託料などを観光振興費で７，３５４万円、合併を機に

町民のコミュニティを構築し、一体感を推進するために新たなイベントを実施するため観

光イベント費で１，６２８万円を計上しました。土木費１６億８，１００万円は、まちづ

くり交付金事業で、水上温泉街の再生のために４億６，１４５万円、新幹線に架かる橋梁

の耐震補強工事１億３，３８４万円、子持橋架替工事３，０４１万円、今年の大雪を教訓

として、月夜野地区の除雪体制に万全を期するための除雪費で１億５，３５２万円などで

あります。消防費４億７，１３５万円は、広域消防負担金３億７，８８２万円及び非常備

消防費７，３７７万円であります。教育費２２億６，５２１万円は、３款保育園費で１億

４，３５６万円、幼稚園費で１億７，８８４万円、１８年度より３ヶ年度の継続費で実施

する新治統合小学校建設費の３億１，３７２万円をはじめとして、小学校費４億４，８７

５万円、水上・新治中学校の耐震診断を含めた中学校費１億５８３万円、高等学校費５億

６，１６７万円は、利根沼田学校組合への負担金であります。総合体育館大規模改修工事

１億６，９６０万円、名胡桃城址保存整備事業５，２３０万円などであります。公債費３

７億６，１３９万円は、１３億９，９１０万円の借換え分を含み、５年間の据え置き措置

をとったことにより、２億７，０００万円の軽減と、平準化を図りました。

このような厳しい財政状況下においても、建設事業が実施できることは、合併特例債を

活用できるからこそであり、綿密な財政計画を策定の上に今後も課題事業を実施してまい

る考えであります。

次に、 、平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町国民健康保険特別会計予算議案第５３号

についてご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額をそれぞれ、２２億２，６７１万円と定めました。歳入の主なもの

は、 国民健康保険税７億８，６９６万円、国庫支出金８億２，７９０万１千円、療養給

付費交付金３億４５９万９千円、繰入金１億８，９２０万２千円であります。

歳出の主なものは、保険給付費１４億９，７４１万５千円、老人保健拠出金４億３，６

３５万３千円であります。

国民健康保険事業の適正かつ安定的な運営を図るため、平成１７年度より三位一体改革

による低率国庫負担金の引下げや、県調整交付金の創設などを柱とした制度見直しが実施

されましたが、高齢化による医療給付費の増加、景気の低迷による個人所得の回復がみら

れない等の要因から、医療保険財政にも大きな影響を与え、国民健康保険事業の運営も厳

しい状況が続いております。

、平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町老人保健特別会計予算についてご議案第５４号

説明申し上げます。

歳入歳出予算総額をそれぞれ２５億９，１１９万７千円と定めました。歳入の主なもの

は、支払基金交付金が１３億５，５９４万９千円で全体の５２％を占め、国庫支出金が８

億２，００８万８千円、その他、県支出金、繰入金であり、歳出の主なものは、医療諸費

が全体の９９％の２５億８，５３６万８千円となっております。

次に 、平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町介護保険特別会計予算につい議案第５５号
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てご説明申し上げます。

歳入歳出予算総額それぞれ１５億９，０００万円と定めました。歳入の主なものは、保

険料２億４，６６４万２千円、国庫支出金４億２，１０５万７千円、支払基金交付金４億

７，７８８万３千円、繰入金２億４，３３１万８千円であります。

歳出の主なものは、保険給付費１５億２，９３７万５千円で全体の９６％を占めており

ます。

平成１８年度は、第２次介護保険事業計画が見直され、第３次介護保険事業計画の初年

度にあたります。みなかみ町では、第２次介護保険事業計画については、合併前の旧町村

単位で策定されており、新たな枠組みでは、初めての介護保険事業の策定となります。

事業計画の中で、介護保険事業の制度改正を含め、保険料の改定も併せて行わせていた

だき、第１号被保険者の保険料基準額を、年額３９，８００円と定めさせていただきまし

た。

一方制度改正の中で、重点項目とされる介護が必要な被保険者への給付はもとよりであ

りますが 「介護が必要とならないように」とする予防対策の必要性も盛り込まれ、その施、

策として、予算の中に地域支援事業費を新たに定めさせていただきました。

次に 、平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町簡易水道特別会計予算につい議案第５６号

てご説明申し上げます。

歳入歳出予算総額をそれぞれ２億３４１万円と定めました。歳入の主なものは、使用料

及び手数料１億５，３７０万円、繰入金４，２２０万３千円であります。歳出の主なもの

は、簡易水道費１億１，３８４万２千円は、人件費及び施設維持管理に伴う費用でありま

す。施設費８３２万円は、赤谷水道改修工事など老朽管布設替え及び施設の改修工事であ

ります。

次に 、平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町下水道事業特別会計予算につ議案第５７号

いてご説明申し上げます。

歳入歳出予算総額をそれぞれ１０億２，９７７万９千円と定めました。歳入の主なもの

は、使用料及び手数料２億１，５９２万６千円、国庫支出金２，８６２万５千円、繰入金

５億１，８３２万７千円、町債２億５，６１０万円であります。歳出の主なものは、公共

下水道建設事業費７，１７８万８千円は、月夜野地区の下牧、石合の舗装復旧及び管渠敷

設工事であり、水上地区の阿能川、鹿野沢の舗装復旧及び管渠敷設工事が主なものであり

ます。特定環境保全公共下水道費３，７３１万円は、脱水ケーキ運搬コンベアー取替え、

処理場管理委託料及び汚泥処理運搬委託料であります。汚水処理施設整備費２，５８７万

５千円は、下水道認可区域外の地域を対象に合併浄化槽設置費の一部を補助する制度で、

補助基準額の３分の１を国、５分の１を県、１５分の７を町が補助するものであります。

次に 、平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町水道事業会計予算についてご議案第５８号

説明申し上げます。

収入で、上水道事業収益２億５，８０７万２千円、簡易水道事業収益２，４４４万４千

円で、水道使用料、加入金、一般会計補助金、藤原簡易水道組合委託事業剰余金でありま

す。 支出で、上水道事業費用２億６，７９３万１千円で、営業費用で減価償却費等を除

くと、１億１，５４２万９千円で、主なものは原水及び浄水費の動力費と給配水の修繕費

等であります。営業外費用５，９８０万９千円の主なものは、企業債利息であります。簡

易水道事業費用３，１３５万１千円は、営業費用で減価償却費を除くと２，０６６万８千

円で、主なものは合併に伴う変更認可委託料、修繕費であります。
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次に資本的収支ですが、収入で、上水道事業収入で企業債３，０００万円、簡易水道収

入で補助金２，１５０万１千円であります。支出では、上水道事業１億１，５３６万９千

円の主なものは、水上地区の上の平浄水場施設改良工事、名胡桃地内石綿管更新工事、後

閑上河原地内配水管布設替工事と企業債償還金であります。

簡易水道事業２，９００万４千円は、電源立地地域対策交付金事業による湯桧曽地内管

路更新工事及び企業債償還金であります。

なお、不足に対する資本的収入額９，２８７万２千円は、当年度消費税資本的収支調整

額、過年度損益勘定留保資金及び当該年度損益勘定留保資金で補填をいたします。

次に 、平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町利根沼田観光センター特別会議案第５９号

計予算について、ご説明申し上げます。

歳入歳出それぞれ１，０９３万８千円と定めました。

当観光センターにつきましては、利根沼田広域市町村圏振興整備組合からその管理につ

いて町に委託され、みなかみ町で特別会計により管理するものであります。事業といたし

ましては１階部分における３店舗の営業と広域圏の観光ＰＲを行うものであり、そのため

。 、の土地及び施設の管理をいたしております 歳入では３店舗からの使用料２５１万４千円

広域圏からの運営費補助金４００万円及びプリンスホテルからの土地使用料５８万２千円

であります。歳出については、維持管理に係る光熱水費６６９万５千円、夜間警備委託や

各種機器の保守管理委託料などの２９０万６千円が主なものであります。

、平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町自家用有償バス事業特別会計予算議案第６０号

についてご説明申し上げます。

歳入歳出予算総額をそれぞれ５００万円と定めました。本特別会計は東武バス廃止路線

の代替えとして、町営バスの運行を行うものであります。猿ヶ京小学校下から法師温泉ま

での区間９．８㎞を１日４往復運行しております。平成１８年度予算におきましては、利

用者数が減少傾向にあることから、１５％減額で見込みました。歳入でバス使用料３６０

万円、県補助金１０万円、繰越金１０万円、基金繰入金８２万円で、歳出では、両替機更

新を含む修繕料１２０万円、運転業務委託料２６４万円の他、燃料費でございます。

次に 、平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町スキー場事業特別会計予算に議案第６１号

ついてご説明申し上げます。

歳入歳出予算総額をそれぞれ２，１５９万９千円と定めました。スキー場の営業は、そ

のシーズンの降雪量や降雪時期で経営上、大きく左右されますが、スキー人口の減少から

その経営は年々厳しくなってきております。

歳入の主なものは、事業収入で１，４９４万６千円はリフト・貸しスキー等の使用料で

あります。繰越金１００万円、基金繰入金３６４万９千円、一般会計からの繰入金２００

万円であります。 歳出の主なものは、事業費で、２，１５９万６千円は、臨時職員賃金

６９７万２千円、光熱水費・国有林借地料・原材料費等であります。

最後に 、平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町温泉事業特別会計予算につ議案第６２号

いてご説明申し上げます。

歳入歳出予算総額をそれぞれ５，５２８万６千円と定めました。歳入の主なものは、温

泉使用料である事業収入２，８１５万２千円、基金繰入金２，６６０万円であります。歳

出の主なものは、事業費５，４２５万４千円で、管理にかかる人件費８０８万、第１号源

泉改修工事２，０４０万円であります。

現在、温泉事業の運営は、十分な湯量が確保されており、年間を通じて安定した給湯が
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なされております。

以上が平成１８年度につきましての一般会計並びに特別会計予算であります。一括して

説明させていただきましたが、よろしくご審議の上ご議決賜りますようにお願い申し上げ

て提案理由の説明といたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

延長宣告

ここで、予め会議を延長いたします。議 長（増田宗利君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

以上で、提案理由の説明が終了しました 。議 長（増田宗利君）

、 。これより 議案第５２号についてから議案第６２号についてまで一括して質疑に入ります

質疑は簡明に願います。質疑はありませんか。

１番島崎栄一君。

（１番 島崎栄一君登壇）

ちょっと伺いたいんですけど、借換なんですけれども、１４億円借換債っ１ 番（島崎栄一君）

てことだと思うのですけれども、これがよく分からないんですよ。あの例えば、下水道な

ら下水道するっていうので３億起債すれば、３億円起債して、モノができて、それを１０

年なら１０年で返すとか、それは意味が分かるのですけれども、この借換っていうのは、

５年繰延べってちょっと聞いたのですけれども、それは今、１４億円借りて、返済が始ま

るのは５年後ということなんですか。この辺はどうなっているのでしょうか。

財政課長。議 長（増田宗利君）

（財政課長 木村一夫君登壇）

お答えいたします。民間の金融機関から借りていたものについて、借換と財政課長（木村一夫君）

いう措置を今回取らせていただきました。起債の条件といたしまして、箱物の耐用年数が

ある間について、起債の借換ができるということになっておりますので、今、起債の残金

をまた、改めて借り直すという措置を取らせていただきまして、その額について、５年間

の据え置きをお願いをして６年目から元利償還を始めさせていただきたいということでご

ざいます。その方向を取りましたのは、一つは財源不足ということもございますが、起債

制限比率がこのままでいきますと、定められております１８％に限りなく近づいてしまう

ということもありましたので、起債の償還の平準化、平らにしていくということですけれ

ども、そういう措置を取らせていただきまして、今後も合併特例債が借りられるようにと

いう措置も考えまして、今回の措置を取らせていただきました。

島崎栄一君。議 長（増田宗利君）

（１番 島崎栄一君登壇）

そうすると、この１４億円は借換をしなければ、ここ来年、再来年、３年１ 番（島崎栄一君）

後とか、そういう中で本来ならば、返済していかなければならなかった借金なのだけれど

、 、 、も そのときにそれをすると返済が１８％超えて 特例債さえ使えなくなってしまうから

その返す山を崩して、先に延ばしたということで、返すのは５年後からということでしょ

うか。

財政課長。議 長（増田宗利君）

（財政課長 木村一夫君登壇）

はい、そのとおりでございます。財政課長（木村一夫君）
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ほかにありませんか。議 長（増田宗利君）

４２番大坪進君。

（４２番 大坪 進君登壇）

それでは何点か質問いたします。順不同になりますけれども、よろしく４ ２ 番（大坪 進君）

お願いします。

まず、第一に２４４頁に前年当初額という欄があるわけですが、それが空欄になっていま

す。それと各款の合計なんですけれども、一番最後の頁ですね、すみません。この空欄に

なっているこの部分なのですけれども、旧３町村の決算見込みでもいいのですけれども、

その数字を教えていただきたい、あるいは当初予算の旧３町村の合算した額、それと款の

合計についても、その比較を示していただきたいと思います。

それと９頁ですが、先程、島崎議員の方から質問がありました借換なのですが、１３億

９，９１０万円ですが、５年間の据え置きで、特例債が借換ができるように平準化するた

めにこの借換をしたいということですけれども、結局借りた金は返さなくちゃならないわ

けですよね。ですから、極力、公共事業も含めて、無駄な事業を抑えて、自分の殻にあっ

、 、た予算編成をすべきではないかと思うのですが 結局借りた金はなさなくてはならないし

１０～１５年後の人口の状況だとか、あるいは予算の財政規模の場合などはかなり減額、

少なくなると思うのですよね。

そうした場合、借金を返す力がなくなったところに借金がこうに乗っかってくるわけで

すから、極力、私はこの借換をしないでいくべきだと思うのですが、借換をしないで特例

債も極力抑えるというかたちでいくべきだと思うのですが、その辺についてお伺いしたい

と思います。

町長。議 長（増田宗利君）

（町長 鈴木和雄君登壇）

はい、お答えいたします。もちろんまだ、決算は出ていませんから、今の町 長（鈴木和雄君）

大坪議員のそのご要望には沿えないと思いますね。それから、各款別の数値と合併しない

前の当初予算、言うなれば昨年１７年度予算ですよね、それをここへ数字で表せというこ

とですが、申し訳ないのですけれども、それぞれ資料がいっていると思いますから、一つ

ご自分でお出しいただいて、ご判断願えればと思います。

それから、今の繰り延べの関係なのですが、合併特例債の関係もそれはあるのですが、

一番の問題はですね、今年度予算編成に当たりまして、一般財源が足りないということか

ら、この問題は発生しております。

いろいろと各課の要望等があったわけでございますが、一般財源が２０億も足りないと

いうようなことから、さてこれはどうにしようということで、いろいろと悩み悩みここま

で来たわけでございますけれども、その一つに要するに公債費の繰り延べを考えたわけで

す。今年度は２６億円程の公債費を本来ですと予算を組まなければならないというところ

にあったわけですけれども、これを何とか３億円くらいですね、繰り延べをしたいという

ところから出発をしております。

さらには職員の給与も０．４％削減、各種団体の補助金等も５０％カットをお願いして

ですね、何とか一般財源につきましても、基金からの繰入金を５億１千万円ほどで何とか

抑えることができて、やっと予算が組めたというのが実情であります。

そういう考え方のもとから、公債費の繰り延べをしようということから出発した取り組

みであります。
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この公債費につきましては、３億円できずに２億７千万円ほどになったわけですが、２

６億から２億７千万円を簡単に引けばいいというものではなくて、それぞれの事業に基づ

きまして縁故債等が借入れてあるわけですから、全体の中から、全体の借換をする中で、

２億７千万円が繰り延べできるような体制を実は金融機関と協議をして取ったというのが

実情であります。

現在の起債制限比率につきますと、大体１５～１６だと思うのですが、これが１８にな

りますと、少し注意信号が出ると、ご案内のとおり起債制限比率は、２０％という一つの

数値があるわけですよね。したがって、そういう数値につきまして、しっかりと頭に描い

て、起債等も起こしていきませんと特例債等も活用できないわけでありますから、当然こ

れからはそういうことも頭に置きながら、特例債を中心として、起債活用をしていきたい

と考えております。そういう意味からの借換でございますので、特例債を使うがために、

これオンリーでやったのではないということをご理解を願いたいと思います。

大坪進君。議 長（増田宗利君）

（４２番 大坪 進君登壇）

それでは何で１８０頁の統合校舎建設３億１千３７１万、これをやめれば４ ２ 番（大坪 進君）

ですね、かなり財政的にはですね、クリアできると思うんですよ。それで学校建設に当た

ってはもう皆さんご承知のように３，５００の署名が地域から出ていますし、実際、今現

在新治には新巻小が建設して３３年、須川は１９年、それと猿ヶ京はまだ１３年ですよ。

合計合わせれば、２４クラス規模の施設があるわけです。仮に３０人欠ければですね、７

２０人の児童が収容ができる施設ですよ、仮に新巻を使わなくても、十分今対応できるよ

うな規模の施設を持ってるわけです。そういうところで敢えてですね、何で今、校舎を今

年造るのかっていうのが非常に住民は危惧してると思うのです。それで町長もですね、１

２月の定例会でも、平成１７年に生まれる子供の数は２７人だって言ってるのです。先行

きを見てもですね、そんなに増えるような要素はないのではないかと思うのですよね。こ

れは教育委員会で出した資料では、６～０歳までの数字がありますけれども、合計して３

０３人ですよね。もう、こういう状況です。ですから、全く校舎を造る必要はないところ

に何で今校舎を造るのか、その辺ぜひお聞きしたいと思います。

町長。議 長（増田宗利君）

（町長 鈴木和雄君登壇）

ご質問の狙いというものは小学校統合の校舎の問題にあったのですか。町 長（鈴木和雄君）

今のお話のとおりですね、冒頭挨拶でも申し上げましたし、今も提案理由等で申し上げま

したが、新町みなかみ町は財政的には確かに経常経費が９８％いう状況ですよね、逆に私

はちょっとお聞きしたいのですよ。逆にお答えしてもらわないとわからないのです。

確かに少子化が進んでいますよね、大坪議員のお考えは、今の小学校を耐震補強して、

体育館を造りプールを造って行けということですよね、ではその財源はどこから出るので

すか、その財源はこれこれこうだよと町民に言わなければダメですよ。

私は今回の予算に当たりましては、文部科学省の事業と特例債を使って、子供たちの父

兄等々からも強い要望を受けていますけれども、この小学校を統合を実現したいというこ

とで今回予算を組んでいるわけです。

この町はですね、財政的に本当に大変ですよ、３～４年そのくらいの期間をしっかり設

ける中でこれからの行財政改革をしっかりと方向を示してですね、町民の方にご協力願っ

て、そして改革をしていかないとこれからのまちづくりは本当に大変になると思います。
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しかし、この町は合併ができました、大坪議員は合併反対だったですけれどもね。合併

しなかったらこれ大変だったのではないですか、大変ですよ、これ。

だから、先程の校舎を造るための財源はどうするのか、合併ならば合併しなかった場合

に、平成１８年度の予算はどうやって組んだのか、そういうことをちゃんと町民の方に大

坪議員、言わなければダメですよ。ところが、幸い合併できた、合併できたら特例債が使

える、言うなれば、公共事業と合併特例債を上手く平行すればですね、最小の支出で最大

の効果が上がれるような公共事業ができるわけですよね。

ところが合併特例債というものは何でも使えるものではないのです、条件が３つあるの

です、施設を統合するというのが一つ、地域の一体感のある取り組みをすることが一つ、

地域格差の是正をすることが一つ、この三つに当てはまらなかったら、特例債は使えない

のですよ。だから、古馬牧小学校の体育館の問題が出ていますけれども、これは残念なが

ら特例債が使えないのです。特例債が使えなければ、先程来からご案内のとおりですね、

基金もないからできないのですよ。ところが新治地区の学校については特例債を上手く活

用できて、そして、父兄の方の要望の機会に応えられる今時期なのです。それをやって欲

しいと言っているわけですから、それを予算化して今皆さん方にお諮りしているわけです

よ。もうぼつぼつ大坪議員、理解しても良いのではないですか。

大坪進君。議 長（増田宗利君）

（４２番 大坪 進君登壇）

実はですね、町長のところには行っていると思うのですが、アンケート結４ ２ 番（大坪 進君）

果を見てもですね、当面は存続し、必要になったら検討すべきだというのが４割です。賛

成統合すべきと言うのは、１７％ですよ。反対を含めればですね、それとですね、将来必

要になったら、検討すべきというのを両方合わせれば、過半数を超える数字、これがです

ね、地域住民の声だと思うのですね。

それで仮に新巻小にそのぼっ壊してですね、３３年でまだ十分使える、それを壊してで

すね、そこに１２クラスの校舎を造っても、造った途端に、もう何年もしないうちに半分

が空き教室になっちゃう、それで１９年だとか１３年の小学校が廃校になっちゃうのです

よ、これほどの無駄なことはないのではないですか。私には全然理解できません。

町長。議 長（増田宗利君）

（町長 鈴木和雄君登壇）

はい。大坪議員、私も本当に理解できないですよ。確かに少子化は急速に町 長（鈴木和雄君）

進んでいますね。だから、やはり少子化に対応した教育環境をつくらなければならないと

いうことは私は同じだと思うのですよ。大坪議員も同じだと思うのですよね。

だから、こういう状況の中にあって、今、新治地区の教育環境をどのようにするのか、

こうに造って、ついては財源はこうになるということを示してくれって私は言ったでしょ

う、前から言っていますけれども、それをはっきり示さなかったらね、私も町民もそれは

分かりませんよ、判断できませんよ。それはだけれども、大坪議員ね、実際のことをちゃ

、 。 、 、 、んと示してしなかったら それはダメですよ 誰だってね 学校が統合になる なくなる

これは張り合いが悪い、何とかしてくれ、それは当然、そういう意見はまず出ますよ。

だから、そういう中で、では今の教育環境はどうなのだろう、今子供たちのために納得

できる教育環境をつくるために財政はどうなのだろう、普通そういうふうに考えていくの

ではないですか。そういうふうに考えていって、結論づけてあげるのが我々の責任でしょ

う。そういうことで今日までいろいろと取り組みの中で方向が決まり、平成１８年度の予
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算編成になったということであります。ご理解を願いたいと思います。

ほかにありませんか。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第５２号についてから議案第６２号につい議 長（増田宗利君）

てまでの質疑を終結します。

お諮りいたします。議 長（増田宗利君）

議案第５２号、 から、議案第６平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計予算について

２号、 までは 「委員会平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町温泉事業特別会計予算について 、

付託表」のとおり、所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第５２号、 から、平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計予算について

議案第６２号、 までは、平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町温泉事業特別会計予算について

「委員会付託表」のとおり、所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３３ 議案第６３号 町営水上中央(北原)土地改良事業の概要について（区画整理）

議案第６４号 町営水上中央(若栗)土地改良事業の概要について（農業用道路）

（ ）議案第６５号 町営水上中央(大穴)土地改良事業の概要について 農業用用排水路

日程第３３、議案第６３号、町営水上中央（北原）土地改良事業の概要に議 長（増田宗利君）

ついて（区画整理）から、議案第６５号、町営水上中央（大穴）土地改良事業の概要につ

いて（農業用用排水路）まで、以上３件は、関連する議案でありますので一括議題といた

します。

事務局に議案の朗読をいたさせます。係長。

（係長朗読）

朗読が終了しましたので、町長より一括して提案理由の説明を求めます。議 長（増田宗利君）

町長鈴木雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第６３号から議案第６５号について、一括して提案理由の説明を申し上げます。町 長 鈴木和雄君（ ）

本事業は、中山間地域総合整備事業水上中央地区としての土地改良事業で農業基盤整備と生

活環境整備と２つの事業区分で構成されております。 平成１８年度から平成２２年度の５ヶ年間の

工期となっており、概算事業費５億７千万円で整備する予定であります。

この事業は農業基盤整備から着手することが義務ずけられておりますので、議案第６３号の水上

中央の北原区画整備６．６ 、議案第６４号の若栗の農業用道路整備、総延長５５０ 全幅４．０ha m、
のアスファルト舗装、そして、議案第６５号の大穴土地改良事業としての大湯用水の用水路の整m

備を実施するものであります。土改良法の規程により、町議会の議決を経て、認可申請をするもので

あります。以上が概要であります。

よろしくご審議の上、ご議決下さいますようにお願い申し上げます。

以上で、提案理由の説明が終了しました 。議 長（増田宗利君）

これより、議案第６３号から議案第６５号について、一括して質疑に入ります。

質疑はありませんか。
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（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第６３号から議案第６５号の質疑を終結い議 長（増田宗利君）

たします。

これより議案第６３号について、討論に入ります。議 長（増田宗利君）

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第６３号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第６３号、町営水上中央（北原）土地改良事業の概要について（区画整理）を採決

いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

、 、 （ ） （ ）よって 議案第６３号 町営水上中央 北原 土地改良事業の概要について 区画整理

は原案のとおり可決されました。

これより議案第６４号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第６４号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第６４号、町営水上中央（若栗）土地改良事業の概要について（農業用道路）を採

決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第６４号、町営水上中央（若栗）土地改良事業の概要について（農業用道

路）は原案のとおり可決されました。

これより議案第６５号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（増田宗利君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第６５号の討論を終結いたします。議 長（増田宗利君）

議案第６５号、町営水上中央（大穴）土地改良事業の概要について（農業用用排水路）

を採決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（増田宗利君）

よって、議案第６５号、町営水上中央（大穴）土地改良事業の概要について（農業用用

排水路）は原案のとおり可決されました。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――

散 会

、 。議 長 増田宗利君（ ） 以上で 本日の議事日程第１号に付された案件はすべて終了いたしました

明日は、午前１０時より一般質問を行います。

本日は、これにて散会いたします。大変、ご苦労さまでした。

（ １７時１８分 散会 ）


